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建設経済常任委員会 

 

令和３年２月２６日（金曜日）午前１１時４１分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

   ⑴３月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

   ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時４１分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 お疲れさまです。本会議終了後、大変、

またいろいろと様々お忙しい中、定例会前の常任

委員会の今後の日程を決めるためにお集まりをい

ただきまして、ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○星委員長 それでは、これより協議事項に移って

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  (１)番、３月定例会における委員会の運営につ

いて、事務局より説明をお願いいたします。 

  事務局。 

○鎌田書記 先ほど資料を配らせていただきました、

令和３年第２回定例会における建設経済常任委員

会についてご説明させていただきます。 

  建設経済常任委員会に付託が予定されておりま

す議案につきましては、条例案件３件、契約案件

１件、計画案件３件の７件を予定されております。 

  併せまして、予算常任委員会で審査をする案件

につきましては、一般会計と特別会計が２つ、あ

と企業会計２つとなっております。 

  ２番の委員会の日程につきましては、３月９日

から３日間を予定しておりまして、９日について

は、場所は議場になりまして、こちらは中継を予

定しております。 

  審査の部局につきましては、上下水道部、市民

生活部、気候変動対策局となっております。なお、

上下水道部につきましては、管理課、整備課で関

連がございますので、一緒に審査のほうをお願い

したいということで申出がございます。 

  委員会２日目、10日につきましては、303会議

室で農業委員会事務局と建設部、委員会３日目に

つきましては、こちら議員控室におきまして産業

観光部という順番になっております。 

  こちらは改めてになりますが、議場における座

席表という形で、これまでどおりに座っていただ

くような形で想定をしております。 

  最後に、次第の案のほうを配らせていただきま

すので、こちらの日程でよろしいかご協議いただ

きまして、ご決定いただければと思います。 

  説明については以上になります。 

○星委員長 説明が終わりました。 

  今、事務局のほうから、鎌田さんから説明があ

ったとおりなんですが、何かご質問とかあります

か。ご意見ありますか。 

  小島委員。 

○小島委員 ８、９、10で11日は休会ということで

いいんですか。 

〔発言する人あり〕 

○小島委員 12日か。９、10、11か。12日が休会と。 

  金曜日。 

○星委員長 一応、予備として取ってはいますけれ

ども、委員会がそれで終われば休会。 

○小島委員 休会ということね。 

○星委員長 休会と言うとおかしいんですけれども、

委員会活動はありませんということです。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 お休みではないですけれども、委員会

活動はありません。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 あとは、何か日程の件とかは大丈夫で

しょうか。このようなとおりでやらせていただく

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 じゃ、このとおりに提案したとおりに、
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提示させていただいたとおりにやらせていただき

たいと思います。 

  続きまして、⑵のその他に移ります。 

  ⑵のその他では何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 次、続きまして、大きな３番のその他

に入ります。 

  その他で事務局のほうから説明があります。 

  事務局。 

○鎌田書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 では、以上をもちまして建設経済常任

委員会を終了させていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時５０分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和３年３月９日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

市民生活部長 鹿  野  伸  二 環 境 課 長 室  井     勉 

環境課長補佐 藤  川  正  勝 環境保全係長 中  山  和  成 

環境衛生係長 押 久 保  順  子 
廃 棄 物 対 策 
課 長 

亀  田  康  博 

廃 棄 物 対 策 
課 長 補 佐 兼 
施 設 係 長 

松  本  仁  志 
一 般 廃 棄 物 
対 策 係 長 

伊  藤     靖 

産 業 廃 棄 物 
対 策 係 長 

鈴  木  大  介 生 活 課 長 君  島  一  宏 

生 活 課 長 
補 佐 兼 
消費生活セン
タ ー 所 長 兼 
くらし安全安
心 係 長 

飯  村  裕  之 交通対策係長 藤  城  大  幹 

市 民 課 長 大  澤  博  美 
市民課長補佐
兼 戸 籍 係 長 

高  橋  美 由 紀 

市 民 係 長 君  島     忍 
気 候 変 動 
対 策 局 長 

黄  木  伸  一 

気 候 変 動 
対 策 局 主 幹 

相  樂  尚  志 
気 候 変 動 
対 策 局 主 査 
（ 係 長 級 ） 

田  端  政  昭 

上下水道部長 磯        真 管 理 課 長 河  合     浩 

管理課長補佐
兼 黒 磯 事 業 
所 長 兼 塩 原 
事 業 所 長 

浅  賀  保  幸 経営企画係長 栁     英  希 
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料金経理係長 小  林  則  克 給 排 水 係 長 田  中     綾 

給 排 水 係 
副 主 幹 

濱  田  伸  夫 整 備 課 長 佐  藤  正  規 

整備課長補佐
兼 管 路 維 持 
係 長 

君  島  幹  夫 管路整備係長 岩  波  秀  典 

水道施設係長 斉  藤  哲  也 
下 水 道 施 設 
係 長 

清  水  智  尚 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔管理課・整備課〕 

    ・議案第３１号 那須塩原市水道事業給水条例の一部改正について 

    ・議案第４１号 第２期那須塩原市下水道中期ビジョンについて 

    ■予算常任委員会第３分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１７号 令和３年度那須塩原市水道事業会計予算 

    ・議案第１８号 令和３年度那須塩原市下水道事業会計予算 

   〔市民生活部〕 

    ・市民生活部長挨拶 

   〔環境課〕 

    ■予算常任委員会第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１５号 令和３年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

   〔廃棄物対策課〕 

    ■予算常任委員会第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生活課〕 

    ■予算常任委員会第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔市民課〕 
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    ■予算常任委員会第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔気候変動対策局〕 

    ・気候変動対策局長挨拶 

    ■予算常任委員会第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

３.散会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、建設経済常任委員会及び予算常

任委員会（第三分科会）を開会いたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  今定例会におきまして、当委員会が審査すべき

案件は、条例の制定及び一部改正案件３件、契約

の変更案件１件、計画案件３件の合計７件であり

ます。 

  予算常任委員会付託案件のうち当分科会で審査

する案件は、令和３年度当初予算案件５件であり

ます。 

  予算に関する案件につきましては、関係所管課

のところで随時分科会に切り替えて審査を行いま

す。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行への御協力をお願い申し上げま

して、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○星委員長 それでは、次第２、審査事項に入りま

す。 

  まずは、上下水道部から順次審査を進めてまい

ります。 

  初めに、上下水道部長から御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○磯上下水道部長 （挨拶。） 

○星委員長 ありがとうございました。 

  管理課及び整備課の審査については関連があり

ますので、２課同時に審査することといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎管理課・整備課の審査 

○星委員長 ただいまから管理課及び整備課の審査

に入ります。 

  管理課、整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３１号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 それでは、議案第31号 那須塩原市水

道事業給水条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第31号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 説明は了解しました。 

  この条例改正に至る背景を御説明いただければ

と思います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらにつきましては、無資格の

業者また無断の工事が年に数件見られるというこ

とで、直近の状況で申し上げますと、平成29年が

２件、平成30年が１件、令和元年度が２件、今年

度は１件ということで無資格業者、無断工事がな

かなかなくならないというところでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 無断の工事がなくならないということ

でございますが、この条例改正によって十分なそ
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れに対する対策、効果が得られるということで理

解してよろしいでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こういったことで例えば処分をす

るということで、中には複数回やっている業者も

見受けられるものですから、そういったところへ

の取締りも対象になって効果が現れると思ってお

ります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 後になりますが、第39条の何ていう

んでしょうか、５万円以下の過料というふうにし

て、その５万円をもっと大きくするとかそういっ

たお考えはなかったのか、お伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 ５万円以下の過料については、地

方自治法で定められておりますので、このような

形にしております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 第39条第４号のところで、免れようと

した者に対して過料はしていなかったということ

でよろしいんでしょうか、条例になる以前は。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 免れようとした者というのは、い

わゆるまだ料金の請求をされていない以前の段階

ということなものですから、そういったものにつ

いては注意・指導というところでしておりました。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そうしますと、これからいろいろ今回

罰則の範囲を広げた場合に、きちっとこれから過

料されるということになるんでしょうか。条例に

あって過料するものとなっているのにしていなか

ったという場合に、新しくしてそれで過料ができ

るのかなというふうにちょっと不安を感じてしま

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 新たに無資格、無断をする業者に

ついては、過料としたいと思っています。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第31号 那須塩原市水道事業給水条例の一

部改正については原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第31号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４１号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第41号 第２期那須
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塩原市下水道中期ビジョンについてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第41号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、概要版１ページ目の第５章の１、

下水道財政の見直しということで収益的収支につ

いて、使用料収入が徐々に増加し、とありますが、

この理由を説明お願いします。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらにつきましては、平成30年

度から使用料の改定を行っています。現在、負担

軽減措置を行っておりまして、こちらがまず今年

４月から負担軽減率が75％から50％に下がります。

その後、２年ごとに軽減率が下がりますので、そ

の分使用料が上がっていくというのが１つと、あ

とは下水道の工事を行っていますので、接続者が

増えていくというところもございます。 

  それ以外に人口がちょっと減少していくという

ところもあるんですが、今のところその料金改定

と下水道の接続を総合的に勘案して、少しずつで

はありますけれども、使用料は伸びると考えてお

ります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、もう一点なんですが、２

ページ目の方針１の目標、生活排水処理人口普及

率というところで、令和元年度から令和７年度ま

でに４％増加する。そこから令和12年度までにつ

いては2.7％増加するという、その増加率が鈍化

する理由はどういうことでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 こちらは水洗化率の後半の鈍化

ということなんですが、前半部分につきましては

下水道の新規整備をしておりまして、それが国の

ほうの概成ということで、令和８年を目標に概成

をするということが国で目標としているところで

ございます。 

  それまでに下水道の新規整備を行っていきまし

て、それ以降につきましては下水道の新規整備に

つきましては控えめか抑えながら整備していくと

いう計画になっておりますので、その分、伸びが

鈍化しているというような形になっております。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 今回のやつ、下水道整備がある程度、

経済的には十分やれるということでございますけ

れども、そういう中でやはり現場へ行きますとい

ろいろと問題があるようですけれども、52ページ、

公共下水道の生活排水処理人口普及率の向上の中

で一番 後のところです。全体計画等における下

水道計画区域の見直しを行いますというようなこ

とが書いてありますので、ちょっとお伺いしたい

なと思うんですけれども、どんな見直しを行うの

か、お願いしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○岩波管路整備係長 本編のほう51ページにある下

水道の全体計画の見直しということで、どういっ

たことをやっていくかというようなお話だと思う

んですが、今回、先ほど栁係長のほうから話があ

ったとおり、令和８年をめどに汚水処理施設、公

共下水道または合併浄化槽、こういったものの施

設をある程度概成させなさいという国の全体的な

方針がございます。 

  そういったものを加味しまして、現在、公共下

水道で予定している全体区域の中に個別処理のほ

うが経済的に有意義であろうとか、あとは今後、

維持更新に係る費用が大きくなるということは見
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えておりますので、そういったものを見据えて今

まで全体計画で公共下水道でやろうという部分に

ついても再度見直しをかけて、少し区域を絞って

いくというような大きな考えではおります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 47、48ページに基本構想図がまとめら

れておりますけれども、そういう中で中期整備目

標区域とか長期整備目標区域というようなことで

載っているわけでございますけれども、そういう

中で特に国道400号沿いでパワーコメリなどがあ

って、今すごく開発が進んでいるような地域が含

まれているのではないかなと予想しているわけで

すけれども、このような地域に対して今後下水道

に対してどのような考えを持っているのか、お伺

いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 先ほどおっしゃられた部分に関し

て言えば、下水道の全体計画区域の中にも入って

ございません。ですので、新しい道路ができて開

発が盛んだという地域であっても、そもそも下水

道の計画区域の中に入っていない区域に関しては、

そういう地域を拾うために逆に計画区域を広げる

ということは今現在もう難しい状況に来ています。 

  先ほども話であった令和８年を目安に下水道の

管渠整備の概成、大まかに整備するのを完了させ

ようという考えでおりまして、それ以降に関して

は下水道の事業費としては既に造りました汚水処

理場とか管渠の古くなったもの、これを更新する、

そちらに費用がかさむものですから、新たな区域

を広げるということはちょっと難しいと考えてお

ります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、概要版の２ページのほうの

施策のところの１－１です。効率的な整備手法に

よる汚水処理施設の整備推進ということで、黒ポ

チが４つあります。 

  本編のほうで、公共下水道、それから合併浄化

槽、それから単独槽であったり棒グラフになって

いましたよね。 

○星委員長 45ページですね。 

○吉成委員 この45ページのそれぞれ令和元年、そ

れから７年、12年となっているわけですけれども、

これはどのような試算の下、このようにそれぞれ

公共下水道、農水についてはほぼ変わらないと思

うんですけれども、それから合併浄化槽、それか

らくみ取り等となっているわけですけれども、現

状から７年、そして12年、これらの計画はどのよ

うに立てたのか、お願いします。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 45ページのこのグラフのほうであ

りますところで、元年から令和７年度にかけては

公共下水道の増加率が比較的大きくて、７年度か

ら12年度にかけては若干公共下水道の整備率が伸

びないというようなグラフになっているかと思う

んですが、こちらに関してはやはり先ほどから申

しております管路、下水道汚水管の整備について

はおおむね令和８年を目安に整備を完了させまし

ょうという計画をしておりますので、令和７年ま

では増加する、それ以降については伸びが鈍くな

ってくるというふうな状況でございます。 

  それから、合併処理浄化槽の緑色とその右側、

黄色いくみ取り、こちらについてはこういったく

み取りトイレは単独浄化槽、こちらを合併浄化槽

に変えていきましょうということで、補助金など

も用意してそちらで水洗化のパーセンテージを上

げることに取り組んでいきたいというようなグラ

フの流れだと考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の課長の説明をその次の基本構想と

かするわけですけれども、それで公共下水道は主
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にどこの地域が今回マンホール化していくか、こ

れから７年までにおいて整備される予定なんでし

ょうか、全体的なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 47ページからの生活排水処理の基

本構想図のところの着色なんですが、このうちオ

レンジ色がこちらが整備済み区域、黄色について、

これが中間整備目標区域ということで、こちらは

平成37年度ということですからこれを令和に直し

ますと令和７年ですから、今後、汚水管渠の改正、

そちらで目指していきたいのが黄色に塗った区域、

こちらの整備を進めていきたいと考えております。 

  ですので、実際、紫色の部分、こちらについて

は今後、本当に必要かどうかを十分検討していか

なければならないと考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 先ほども説明があったんですけれども、

計画自体を広げるということは国のほうの指導も

そうじゃないということだということなんですが、

今回、ここに出ているこの基本構想図というのは

もう既に計画されている、一切今回の計画の中で

この計画を立てるに当たって広げた区域はないと

いうことなんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 今回の中期ビジョンの見直しで広

げた区域はございません。 

○吉成委員 なし。分かりました。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 とんちんかんな質問だったら申し訳な

いんですけれども、何で新しく制定するのに平成

のままで書いてあるのかなと、令和に直さないん

ですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらに掲載していますのは、平

成27年度に策定した生活排水処理基本構想で策定

した図でございます。 

  こちらにつきましては、来年度から県のほうの

構想、生活排水処理基本構想を見直していきます

ので、併せて市のほうでも令和３年度から見直し

をして、令和４年度にはまた新たな見直し後のも

のができる予定でございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 それはそうなんでしょうけれども、た

だここに書いてあるのが平成と書いてあるよりも

令和と書いてあるほうが分かりやすいのかなと思

ったので、そこは直さないんですか、そういうも

の。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 そちらについては分かりやすいよ

うに直していきたいと思います。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 概要版の２ページなんですが、２

－３の災害対応と応急復旧の対策、マンホールト

イレ等の整備の検討ということなんですが、これ

は具体的に避難所とかにそういうふうなものをマ

ンホールトイレを設置するような考えで、段階的

に公共施設なんかにもマンホールトイレのことを

数字的な目標とか掲げることを検討するというこ

とですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらにつきましては、昨年の10

月に国のほうからマンホールトイレの検討をしな

さいと、これについては防災担当と下水のほうの

担当も併せて各市町村、検討しなさいという通知

もあったものですから、改めて検討をしようとい

うところで計画に盛り込んだところでございます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、検討だけで具体的な

数字の目標とかは掲げていないということでよろ
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しいですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 現段階ではまだ検討を始めていな

いものですから、ちょっとそういったところまで

は記入してございません。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第41号 第２期那須塩原市下水道中期ビジ

ョンについては原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第41号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算常

任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行い

ます。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 (議案第10号について説明。) 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 合併処理浄化槽の設置件数をどういう

ふうに想定して金額が出たのか、何件の予定なん

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらにつきましてですが、令和

３年度の予定でございますけれども、５人槽でい

うと155基、７人槽ですと50基、10人槽ですと５

基を予定しております。 

  また、宅内配管の補助につきましては、50件程

度を見込んでおります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 先ほど今年度については途中で打ち切

ったというお話だったんですが、打切り後の申請

はどのぐらいありそうだったのか、分かっていれ

ばお伺いしたいと思います。 

○星委員長 副主幹。 

○濱田給排水係副主幹 お断りした件数ということ

でお話しさせてもらうんですけれども、大体15件

ほどだったかと思います。 

  途中で予算が切れたことが浸透しましたので、

その後は今度の４月の申請がありますということ

でお話しされたものです。 
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○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、そういったこと含めて

３年度は途中で予算がなくなるというようなこと

がないような計画だという理解でよろしいでしょ

うか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 そのとおりでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 合併浄化槽ということですけれども、

大体１基当たり、１棟当たりどのぐらいの金額で

補助をするのかを確認したいと思いますので、お

願いします。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 浄化槽の大きさに応じて単価が決

まっておりまして、５人槽ですと33万2,000円、

７人槽ですと41万4,000円、10人槽ですと54万

8,000円となっております。 

  また、先ほど申しました宅内配管補助について

は、30万円を限度としております。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この金額は、補助率としてはどのぐら

いの額になっているのかをお伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 非常に個別によって金額が違うの

ですが、おおむね５人槽ですと100万ぐらいかか

るところを33万、３分の１程度ぐらいかなという

ところでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第17号 令和３年度

那須塩原市水道事業会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 (議案第17号について説明。) 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第17号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、15分間の休憩に入ります。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第18号 令和３年度

那須塩原市下水道事業会計予算を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第18号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 28ページの第６条、企業債についてで

すが、利息５％以内というふうにしておりますが、

現状借り入れている企業債については何％ぐらい

なんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 今、借り入れている起債につき

ましては、およそ１％未満となっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そういうことであればこの％をもう少

し下げてもいいんではないかというそういった考

えはなかったのか、お伺いいたします。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 この５％以内という部分につき

ましては、一般会計においても同様な起債をして

おりまして、それに併せる形で５％というふうに

しております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  続きまして、第７条についてですが、一時借入

金については限度額10億円となっておりますが、

この10億とする理由について伺います。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 10億円の理由ですが、こちらに

つきましては、下水道事業におきまして特に企業

債の償還とかが行われる時期につきまして資金不

足が発生することが予測されます。その中で、

大に資金不足となることを見込んだ数字が10億と

いうことで予定させたところです。 

○星委員長 相馬委員。 
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○相馬委員 確かに今年度予算上は償還金が10億

6,000万というふうな説明がありましたので、そ

れのほぼ満額に近い額を限度額にするとそういう

理解でよろしいですか。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 そのとおりです。 

  吉成委員。 

○吉成委員 27ページの 初のところになります。 

  ここで、第２条の⑷になります。主な建設改良

事業ということで、それぞれあるわけですけれど

も、具体的にこれ何キロとか何か所とか、そうい

った形で説明いただければと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 下水道のほうの実際の工事の規模

をお答えするということでよろしいんですね。 

  こちらに関しましては、約５億4,000万ほど、

工事請負費を管渠関係で要求しておりまして、ま

ず公共下水道のほうに関しますと、８件の管渠整

備の工事を考えておりまして、またマンホールポ

ンプ設置を２か所で2,200万円ほど考えておりま

す。また、特定環境保全公共下水道、そちらのほ

うでは、本数に関しては８本で約３億円ほどの工

事請負費を計上してございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、水道会計でも同じだったんで

すけれども、去年までの表現と今回の表現は、金

額で出しているんで、箇所数とか、どのぐらい汚

水管を改良していくかとか、何キロとか、そうい

った表現になっていないんですが、ここの違いと

いうのは、どういうことで今回はこのような表現

になったんですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらにつきましては、昨年度は

箇所、数とか出していたんですけれども、補正と

かした場合、ちょっと分かりにくい。補正予算を

した場合に、箇所数が、まるっきり工事がゼロに

なれば変化が見えるんですけれども、単に金額を

変更したときとか、ちょっと分かりにくいという

ことで、他市の事例なんかを見て、比較的に金額

で示されているところが多いもんですから、今年

度から金額で表示するような形にさせていただき

ました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 言われるように、補正が出た場合には

金額ベースで比較ができるんで、それはそれでい

いと思うんですけれども、これも補足として何か

入れておいていただいたほうが非常に分かりやす

い気がするんです。今回ぱっと見たときに、どの

ぐらい新たに改良工事があるのかなというのが、

ちょっとピンと来なかったものですから、そこは

どうなんでしょう。改良の余地はありますか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 そういったご意見を頂戴しました

ので、次年度になってしまうかもしれないんです

けれども、もう少し分かりやすいような形をまた

考えていきたいと思います。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 33ページの下水道事業会計予算執行実

施計画のほうの収入について、ちょっと基本的な

ことを教えていただければと思うんですけれども、

営業収益で雨水処理負担金ということで、歳入に

入っているわけですけれども、どういう形で負担

金ということで出しているのかをお伺いしたいと

思います。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 こちらの負担金の内容につきま

しては、一般会計からの負担金という形になって

おります。主に雨水管渠の草刈り出しとか、そう

いった施設の管理の費用に使っております。 
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○星委員長 小島委員。 

○小島委員 それでは、営業外収益の中にも、２番

目に他会計補助金ということで、５億2,289万

3,000円ということで入っていますけれども、こ

の補助金というのは、どんな形で補助金が出され

ているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 こちら、他会計補助金としてい

るところなんですが、こちらにつきましては、い

わゆる国のほうで定めています繰り出し基準とい

うのがございますが、その繰り出し基準の外、繰

り出し基準外の一般会計からの繰入金となってい

ます。 

  内容としましては、資金の赤字補塡のために使

っている費用でございまして、補塡している内容

としましては、主に減価償却費のほうに充てさせ

ていただいております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 もう一つ、その下に他会計負担金とい

うことで、やはり４億7,598万ということで、負

担金が入っているんですけれども、具体的にどん

な負担金なのかをお伺いしたいと思います。 

○星委員長 経営企画係長。 

○栁経営企画係長 こちら、負担金といいますのは、

先ほど繰り出し基準のほうをお話しさせていただ

きましたが、その基準内の一般会計のほうで負担

すべき経費と言われている内容のものであります。 

  その中身としましては、雨水に関する経費です

とか、国の施策のほうで発行しました起債関係の

元利償還金ですとか、または分流式といいまして、

当初は雨水と汚水を分けて処理しておりますが、

この分流に関する費用につきまして一般会計のほ

うで負担するというふうにされているものになり

ます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 基本的なことを私もお伺いしたいと思

うんですけれども、令和３年度那須塩原市下水道

事業会計予算、ページ27の第２条の⑵年間総有収

水量の算定方法についてお伺いします。 

○星委員長 経営企画係長。 

○栁経営企画係長 こちらの年間総有収水量につき

ましては、算定方法なんですが、令和元年の１日

１人当たりの汚水の使用料、いわゆる流した水量、

そちらに令和３年度の予想される水洗化人口を掛

け合わせた形で算出しております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ということは、１人当たりの実績値を

使って戸数を掛けているということですね。そう

理解して、伸び率はどれぐらいになるんですか、

今年度の予算と比べて。 

○星委員長 料金経理係長。 

○小林料金経理係長 補足させていただきますけれ

ども、今説明がありましたほかに、令和２年度中

の整備人口を見込んでおります。令和２年度中に

下水道ですと9.53haを整備する予定でありまして、

ここに住んでいる方々を試算しますと、98人いら

っしゃいまして、その方々の１日当たりの使用量

等々を掛けまして、１万1,911立米が令和３年度

に増える予定として見込んでおります。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 大した話ではないと言いながら聞くの

は失礼かもしれませんけれども、令和２年度も同

じような形で予算で予定の有収水量を立てたと思

うんですけれども、去年の実績と予算を組むとき

の水量との違いはどれくらいでしたか。 

○星委員長 経営企画係長。 

○栁経営企画係長 ご質問の趣旨とちょっと変わっ

ていたら大変恐縮なんですが、昨年度、令和２年

度の当初予算のときになるんですが、有収水量の
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ほうですと、754万1,000立米というふうになって

おりまして、今回の令和３年度につきましては、

約100.8％の増ということで見込んでいるところ

です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、委員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、委員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第18号 令和３年度那須塩原市下水道事業

会計予算は、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第18号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  管理課、整備課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４２分 

 

再開 午前１１時４８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民生活部の審査 

○星委員長 これより、市民生活部の審査に入りま

す。 

  初めに、市民生活部長からご挨拶をお願いしま

す。 

○鹿野市民生活部長 （挨拶。） 

○星委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境課の審査 

○星委員長 ただいまから環境課の審査に入ります。 

  環境課の皆さん、お疲れさまです。 

  環境課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会第三分科会に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

○室井環境課長 （議案第10号について説明。） 



－175－ 

○星委員長 会議の途中ですが、ここで昼食のため、

１時間の休憩を取ります。 

  会議の再開は、１時からにいたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  説明は終わりましたので、質疑を許します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、予算執行計画書の89ページ、

環境衛生総務費、1001事業の黒磯那須共同火葬場

組合の前年対比361万円増とする理由をお伺いい

たします。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 それでは、お答え申し上げます。 

  こちら火葬場のまずは老朽化診断というものを

ちょっとさせていただくのに、委託料として200

万円この負担金の中に含めております。それと、

高圧の受変電設備、こちらのほうも老朽化という

ことで、機器の更新工事が必要だということで、

495万円ほどこの負担金の中に含めているという

ことで増額になっているというものでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、これはやはり割合として

那須町と按分して那須塩原市分の増加分と、そう

いうことでよろしいんでしょうか。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 ご指摘のとおりでありまして、参

考までに申し上げますと、那須町の負担金につき

ましては、令和３年度は1,477万8,000円というこ

とで見込んでおります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 同じところで大田原市の火葬場につい

ては、前年対比276万円減というふうにおっしゃ

られましたが、その理由についてご説明をお願い

します。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 大田原市の火葬場につきましては、

大田原市と本市との間で協定を結んでおりまして、

負担金の計算方法の中で、現在ですと２年前、令

和元年度の決算額の過不足額を加味して負担金を

決定するということになりますので、本市の分が

令和元年度はその分多かったので、令和３年度で

相殺してというものでございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 90ページの狂犬病予防費の新規の新型

コロナウイルス感染症対策用消耗品の内容を教え

てください。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 今のところ想定しているものは消

毒液、それと手袋、そういったもの、あとは必要

に応じてマスクとか、そういったものをちょっと

想定しております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 この狂犬病予防費の中のこの消耗品費

は、昨年度から比べると少しマイナスになってい

るんです。いいんですよね、28万円5,000円が令

和２年度の予算で、今度は25万6,000円。消耗品

をプラスにしたのに、コロナウイルスで必要な消

耗品は増えたのにマイナスになった理由をお聞か

せください。 

○星委員長 係長。 

○押久保環境衛生係長 消耗品の減額につきまして

は、市の全体の財政課による指示によりまして、

前年度の0.9％にするということで、新規事業の

消耗品費のほうを増額したわけですけれども、全

体ではマイナスということで積算しました。 
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○星委員長 森本委員。 

○森本委員 では、それで足りるというふうなこと

で間違いないですか。 

○星委員長 係長。 

○押久保環境衛生係長 例年の実績からいいまして、

多少余裕のある消耗品費で計上しておりましたの

で、３年度の予算でも問題ないかと思われます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 それと、もう一つ、同じところの狂犬

病予防費の中の補助金なんですけれども、こちら

は100万円逆にアップしているんですけれども、

この理由をお聞かせください。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 こちら補助金につきましては、今

年度の９月補正のほうで100万円増額をさせてい

ただいたということがございまして、こちら補助

制度はかなり市民の方に浸透してきたというとこ

ろもございます。また、今まで１世帯当たり１頭

という形で制限を設けていたものにつきましても、

大田原市、那須町と同じように１世帯２頭まで、

そういった形で増やしたというところが増えた要

因ということでございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そうしますと、実際に実績の頭数は増

えているということでよろしいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○押久保環境衛生係長 令和元年度の実績でいいま

すと、犬と猫合わせて424件の実績がありました。

令和２年度につきましては、２月末現在で犬と猫

合わせて634件の申請がありますので、それに準

じた形で令和３年度も見込んでおります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 93ページ、騒音・大気汚染対策費、

8001事業です。その一番下に委託料ということで、

排ガス中のダイオキシンとか大気環境調査とかあ

りますけれども、その中でも臭気測定というのも

入っているわけですけれども、那須塩原市、どう

しても畜産等の臭気問題等も出ているわけでござ

いますけれども、今回、これにどのような調査を

予定しているのかをお伺いしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○中山環境保全係長 こちら臭気測定につきまして

は、もともと具体的に予定をしているわけではな

くて、その事案が具体的に何か発生したときに、

そのときに一応調査するような形での予算という

形で計上しております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 それで、去年あたりでは、この臭気測

定で何か事案等が上がったのかどうかお伺いした

いと思います。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、今年度、

西那須野地区でちょっと異臭がするというような

苦情とか相談がありましたので、こちらのほう、

通常ですと臭気鑑定士という方が臭いの強さなど

を測定するんですけれども、今年度につきまして

は原因が分からないということで、人体に影響が

あるかどうかという、そういった項目の調査をさ

せていただいたというものでございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 分かりました。 

  では、もう一つ、放射能対策費ということで、

東日本大震災から10年が経過したという中で、今

でも住宅除染ですとか表土除去とかそういう予算

が上がっているわけでございますけれども、実際、

来年度どのような、この放射能対策費で具体的な

考え方等があればお伺いしたいと思います。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 環境課所管分の予算ということに

つきましては、市内の空間放射線量の測定という
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ことのみでございますので、そのほかについては、

ほかの部署ということになるかと思います。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  協議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続いて、議案第15号 令和３年度那須

塩原市墓地事業特別会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室井課長。 

○室井環境課長 （議案第15号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 219ページの２款繰入金の一般会計繰

入金、私、ちょっと勉強不足で、毎年これ繰入金

に入れていたんですか。これ繰入金の目的をお伺

いしたいと思います。 

○星委員長 押久保係長。 

○押久保環境衛生係長 一般会計繰入金ですけれど

も、こちらは歳入と歳出の差額ですね、歳入で賄

えない分につきまして、一般会計から繰入れをし

て歳出に充てるというものですので、当初予算の

段階では毎年度計上しているものであります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  もう一つ、この歳出の中に予備費が30万円出て

いますけれども、それも毎年の経常費として経常

的に出ている項目でしたっけ。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 これにつきましても、毎年30万円

ということで、今年度につきましても30万円を計

上させていただいております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 記憶がちょっとないんですけれども、

結局、決算のときは、これは前年度はどういう決

算の仕方だったか、これを聞いても大丈夫ですか。

要するに、繰入金は全部入っていたやつは全部使

ったか、それから予備費というのは取っておいた

だけであって、消化していないとかのあたりが聞

ければなと思ったんですけれども。 

○星委員長 押久保係長。 
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○押久保環境衛生係長 まず、歳入のほうの一般会

計繰入金なんですけれども、例年、決算に伴う繰

越金の整理を９月補正で行っていまして、その中

で歳入のほうが歳出より上回る形になっておりま

すので、一般会計繰入金で予算計上していたもの

は、９月補正のところでゼロということで減額補

正をしております。 

  次に、歳出の予備費のほうですけれども、特に

大きな支出がない限りは、例年、30万円はそのま

ま予算執行せずに取っておくというような状況で

あります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 歳出するのは了解しましたんですけれ

ども、では、念のために繰入れも用意して、プラ

スそこに予備費が取ってあるという状況での予算

だということで理解してよろしいということです

ね。了解しました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 219ページの４款諸収入について、雑

入、1,000円、1,000円という科目存置のものだと

思いますが計上している。実際にはどういう雑入

が予定されるんでしょうか。 

○星委員長 押久保係長。 

○押久保環境衛生係長 現在のところ、特に具体的

な歳入というものは予定はしておりませんので、

科目存置という名目で1,000円を計上しておりま

す。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、もう一点、220ページの先

ほどの新規事業の封筒について、赤田霊園と塩原

温泉さくら公園墓地の両方に使うということだっ

たんです、予算計上上、これ別々に分けなくても

いいという、そういう判断の理由を伺いたいと思

います。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、塩原温泉

さくら公園墓地のほうが利用者が少ないというこ

とでありますので、これを厳密に分けて支出をし

ますと、単価的にも割高になってしまうところが

あるかと思うんですよ。印刷、大体100単位とか

そういうことになるかと思いますので、一緒にさ

せていただいているというのが実情でございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 220ページのさくら公園墓地事業のほ

うなんですが、使用料及び賃借料、毎年これ

7,000円ついているんでしょうけれども、買わな

いんでしょうか。 

○星委員長 室井課長。 

○室井環境課長 こちらは借地料ということでござ

いますけれども、金額は少額なんですけれども、

当然、相手方もいらっしゃることですので、現在

のところ売ってくださいというような交渉もして

おりませんので、当初契約したときには、双方特

に申立てがなければ、そのまま継続して貸してい

ただくというような契約になっておりますので、

今のところこういうような状況ですので、必要が

あれば地権者の方のほうに売買というような交渉

も必要かと思うんですけれども、取りあえず来年

度につきましては、現状のままちょっとさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 説明は分かりました。ほかでこれが消

えてしまうようなことがあると困ると思いますの

で、できればこういうものは早いところ処理をす

るほうがいいんじゃないかなと思いました。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り
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ます。 

  協議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 こだわるわけではないんですけれども、

今回、繰入金で38万9,000円で、予備費で30万円

なんだけれども、この額は全体の費用の割には大

きいかなとは思うんですけれども、この額にする

必要性というのは、毎年だからなのか、何か可能

性があるとしてこの額を想定しているのか。皆さ

ん、どう思いますって。 

○星委員長 討議ですので、ほかの委員の意見を聞

きたいということでよろしいですか。 

○鈴木委員 そうですね。そんなふうにちょっと思

ったので、皆さんどうでしょうかって。変えろと

いうほどではないんですけれども。 

○星委員長 そのほか。 

  先ほどの議事につきましては、38万9,000円の

うち予備費が30万。 

○鈴木委員 その費用は使わなかったと言っていま

したよね。 

○星委員長 を使わなかった部分に関して、毎年経

常でこのような形でいいのかということでよろし

いですか。 

○鈴木委員 例えば20万円とか10万円というんであ

れば、定期的に入れているのかと。細かい数字が

出ていたので、本当は執行部に再質疑するのがい

いんですけれども、何でこういう細かい数字で、

必要性があるのかって聞いてもよかったんだけれ

ども、一応、別にこんなに要らないんじゃないの

って皆さんに、討議だから、お話を持ちかけまし

た。 

○星委員長 そのことに関して、委員の皆さんから

何かご意見とかございますか。 

○吉成委員 このままでいいと思いますけれども。 

○鈴木委員 結論はそうかもしれませんね。 

○星委員長 そのままでいいというご意見もありま

すが。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、予備費の30万円につきましては、

例年どおりで、昨年、水道工事100万円を補正を

組んだときに、この30万円を使わないのかという

質疑をしたときに、あくまでもこれは予備費とし

て取ってあって、水道工事については一般会計か

らの繰入れでやるというような説明があったんで

すね。ということは、やはり予備費として経常的

に30万円というのは置いておくものなんだなとい

うふうな理解をしていたところです。 

  それに伴って、繰入れについても一般会計から

当初予算としては繰入金を入れるという、そうい

う予算設定だという理解をしておりまして、実質

決算のときにはこれがゼロになるという場合のほ

うが多いようなんですが、こういう予算組みだと

いうことで理解はしたところですので、こういう

計上でいいんではないかなというふうには思いま

す。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかご意見ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ほかに討議すべき内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ほかに討議すべき内容はないようでし

たら、ここで議員間討議と併せて質疑を終結した

いと思いますが、ほかに質疑はございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 こだわるわけじゃないですけれども、

全然いいんですけれども、これ38万9,000円を毎

回借り入れて、また戻すという、それも予算なん

で、それを 後置いておくということでいいと思

うんですけれども、この38万9,000円という数字、
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ちょっと中途半端というか、数字の根拠だけお願

いできますか。計上の方法。 

○星委員長 執行部のほうに、もう一度質疑に戻り

ます。 

○鈴木委員 今、質疑です。 

○星委員長 質疑に戻ります。 

  それでは、執行部のほうに答弁願います。 

  押久保係長。 

○押久保環境衛生係長 予算としまして、歳入の合

計額と歳出の合計額を一致させる必要があります

ので、歳出で必要な額から歳入、使用料とか管理

料とか繰越金と雑入を除いた、いわゆる一般会計

繰入金を除いた歳入の分がその差額ということに

なっておりますので。歳入で賄えない分の差額の

ほうを毎年の一般会計繰入金として計上しており

ます。 

○星委員長 そのほか質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第15号 令和３年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第15号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  環境課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２７分 

 

再開 午後 １時３２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎廃棄物対策課の審査 

○星委員長 ただいまから廃棄物対策課の審査に入

ります。 

  廃棄物対策課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 廃棄物対策課については、建設経済常

任委員会に対する付託案件がありませんので、こ

こで建設経済常任委員会を予算常任委員会第三分

科会に切り替えて審査を行います。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （議案第10号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し
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ます。 

  玉野委員。 

○玉野委員 96ページ、新規の土壌検査ですけれど

も、この動機ですね、始める動機。それと、検査

項目が出ているのか、それからあと、何か所、そ

れと委託先、それから年間何回ほど行うのか。新

規ですけれども、次年度はどういうことになるん

だろうか、お聞きしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 新規土壌検査について

ご説明させていただきます。 

  まず、動機ということなのですが、先ほど課長

のほうから説明があったとおり、昨年度、土壌汚

染が疑われる事案が発生したと。土砂条例の中で

は、申請者のほうの責任でもって土壌検査をやる

ことになっているのですが、土砂条例に該当しな

い案件、規模が小さいものとか、そのようなもの

については土壌検査の規定がありません。ただ、

その中でも周辺住民からの苦情のなどで土壌汚染

が疑われるような事案があった際に、検査できる

ようにするということで、新規で計上させていた

だいたものです。 

  検査項目につきましては、一般的な項目を予定

しておりまして、カドミウムや鉛などで大体20項

目ぐらいを予定しております。 

  来年度の予定なんですが、これについては、土

壌汚染が疑われる事案が発生した場合に実施する

予定ですので、何件やるというのは現在決まって

おりません。なので、そのような案件がなければ

実施しないことになります。 

  また、その業者についても、そのときまた検討

することになりますので、そちらについても今現

在では決まっておりません。 

  以上となります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 では、95ページの不法投棄巡回監視事

業、3001事業の委託料ですが、土日祝日等の不法

投棄監視ということで、400万円の計上というこ

とになってございますが、委託先と監視、その内

容を伺いたいと思います。 

○星委員長 鈴木係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 私のほうから説明させ

ていただきます。 

  まず、土日祝日等の不法投棄監視業務ですが、

委託先についてはシルバー人材センターとなって

おります。 

  業務についてですが、土曜日と日曜日、さらに

翌日の月曜日、このときに１台２名で朝８時半か

ら夕方５時15分まで市内を巡回していただき、不

法投棄物の回収、あるいは不法投棄の苦情、野外

焼却の苦情があった場合の対応などを委託してい

るものです。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 では、その下の機器購入費ということ

でデジタルカメラというふうになってございます

が、これを使用する目的を伺いたいと思います。 

○星委員長 鈴木係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 デジタルカメラの使用

目的ですが、不法投棄などがあった場合、その現

場の状況保全などをするために使用しているもの

で、これまで使っていたものがあったんですが、

今年度壊れてしまったので、新規に買い替えるた

めの予算となります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ
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いますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議あります、ごめんなさい。

まだ質疑、もう一回質疑よろし

いですか」と言う人あり〕 

○星委員長 もう一度質疑ですね。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほど、97ページのクリーンセンター

管理運営費のところで、2,140万円前年対比増に

なりますと。その理由としましては、長寿命化計

画を策定するということで委託料が増えていると

いう説明でございましたが、この長寿命化計画に

2,140万円というその積算の根拠をお伺いいたし

ます。 

○星委員長 松本課長補佐。 

○松本廃棄物対策課長補佐 そちら長寿命化計画の

策定業務委託の件について、私のほうから説明さ

せていただきます。 

  こちら、クリーンセンター、平成21年から稼働

しまして、おおむね機械、いわゆる設備等、15年

から20年程度で寿命が来てしまうということです

ので、こちら、機械のほうを更新して、さらに延

べ30年程度使えるようにするということの計画を

策定するために、そちらの業務のほうを積算した

ものでございます。 

  こちらのほう、来年度、機械の更新の方法、あ

とは、今現在包括委託をしているんですが、その

手法等、工事のほうの手法等を検討する内容をも

ちまして計上しているものでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、計画策定だけで、実際に

長寿命化をする何かのそういう工事であったりと

か、機械であったりとか、そういった部品を購入

するとかそういうことではなくて、あくまでも、

どこかへ委託して計画を策定するという費用、コ

ンサルタント費用ということで2,140万円と、そ

ういう理解でよろしいですか。 

○星委員長 松本課長補佐。 

○松本廃棄物対策課長補佐 おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 96ページにごみ減量等対策基金活用事

業ということで、廃食用油回収用消耗品とか、あ

と、ごみ減量化・リサイクル等ＰＲ用消耗品とい

うことで予定されておりますけれども、どんな事

業を予定しているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 伊藤係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 ごみ減量等対策基金活

用事業の消耗品の内容というご質問ですけれども、

現在、那須塩原市の拠点回収のほうを利用しまし

て、廃食用油の回収のほうをさせていただいてお

ります。その回収ボックスに使うごみ袋が必要に

なりますので、そちらのほうがまず必要になって

くるということで、今回計上させていただいてお

ります。 

  そのほかに、ＰＲ用品ということなんですけれ

ども、こちら、今、那須塩原市、大田原市、那須

町で那須地区レジ袋削減推進協議会というものを

つくっているんですけれども、その中でコンテス

トとか、今年度はできなかったんですけれども、

例年やっております。そのコンテストに係る必要

な賞品等を用意するための予算ということで計上

させていただいております。 

○小島委員 了解しました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ごめんなさい。23ページの18款寄附金
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のところで、衛生費寄附金として850万円計上し

ておりますが、この廃棄物処理施設等周辺整備事

業助成寄附金ということで寄附が入ってくる見込

みということになるんですが、これの算出根拠を

伺います。 

○星委員長 鈴木係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 私のほうからお答えさ

せていただきます。 

  算出根拠ということなのですが、周辺整備事業

につきましては、廃棄物処理場、こちらを建設さ

れる際に、その規模に応じて周辺自治会などに県

と事業者のほうから寄附金が交付される形になっ

ております。その規模によって１億円まで入るの

ですが、それを何十年かに分けて周辺整備事業と

いう形で使っているような形になります。 

  そのうちの１つの処分場については、もう長年

事業を継続しておりまして、間もなくその寄附金

額の限度まで使ってしまうというところで、団体

と協議したところ、残り数年間でその残りの額を

等分して使うという形で算出させていただいてお

ります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  廃棄物対策課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○星委員長 ただいまから生活課の審査に入ります。 

  生活課の皆さん、お疲れさまです。 

  生活課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会第三分科会に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 
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  課長。 

○君島生活課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。49ページの下段ですね。

市営駐車場管理運営費、それから市営自転車駐車

場管理運営費ということで、同じ６か所というこ

とで、市営駐車場管理運営費が927万6,000円で、

自転車駐車場が1,658万3,000円。自転車駐車場の

管理運営費が、ごめんなさい。すみません。この

両方の細かい内容を教えてもらってよろしいです

か。イメージとしては駐輪場のほうが安く済むよ

うなイメージがあったものですから。すみません。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 そうしますと、2001事業の市営駐

車場管理運営費、それから市営自転車駐車場管理

運営費の関係かと思うんですけれども、ちょっと

私の説明がはしょり過ぎちゃった部分があるのか

なと思うんですけれども、大きなところは、委員

さんも49ページ、それから50ページを見ていただ

きますと、大きなところは委託料、その他委託料

の部分で大きく予算が計上されているかと思いま

す。 

  先ほど委員さんのほうから質問の中で、自転車

駐車場が６か所、それから駐車場が６か所という

ことでいただきましたけれども、その委託料の中

の管理運営費で、指定管理のほうに出させていた

だいております。それで、駐車場につきましては、

委員もご存じのように無人の形での駐車利用をし

ていただいております。そちらが黒磯駅の東西、

それから那須塩原駅の東西、それから西那須野駅

前、それから西大和の６か所の指定管理というこ

とで、業務のほうを出させていただいております。 

  また、自転車駐車場のほうなんですけれども、

こちらにつきましては、６か所ということでお話

をさせていただきましたけれども、指定管理に出

しています西那須野東西の自転車駐車場につきま

して、指定管理のほうを出させていただいており

ます。 

  こちらにつきましては、皆様ご存じのように、

無人ではなくて有人の形で、今現在は那須塩原市

のシルバー人材センターさんのほうに指定管理の

ほうを出させていただいているんですけれども、

そのような関係がありまして、このような形での

予算の違いといいますか、そんなものが出ている

のかなと思います。 

  また、それ以外の消耗品であったりとかそうい

ったものにつきましては、各自転車駐車場、それ

から各駐車場の維持管理予算、そんな形での予算

計上をさせていただいているものです。よろしく

お願いいたします。 

○相馬委員 はい、分かりました。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 それでは、50ページの公共交通政策費

で、新規で第２次地域公共交通計画策定事前調査

等、また、下のほうに広域公共交通事業費という

ことで、同じように委託料ということで計画策定

事前調査業務が入るわけでございますけれども、

この業務の中で、まず一つは、今、地域バスの運

行事業費では１億5,500万程度を使っているわけ

ですけれども、今後、今度の計画というのは目標

をどこに置いてやっているのか。 

  例えば経費を削減するんだとか乗降客を増やす

んだとか、どこを一番目標にこの次の広域計画と

いうのを立てようとしているのか、そこをお尋ね

します。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 確かに、小島委員のおっしゃいま

すように、利用する方を増やすのか、それから、
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逆に言うと予算的にどう効率的に運営できるのか、

どちらを優先させるかとなった場合には大変、答

えにはなっていないかもしれませんが、両方をう

まく、利用者は上げながら、逆にコスト的な部分

につきましては、これまでよりも効率的にやれる

ような形のものを模索していきたいなというよう

なふうに考えているところが正直なところです。

申し訳ありません。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 それから、調査業務に入ると思うんで

すけれども、具体的にどんな目標に向けて調査を

していくのか、そして、どういう結論を得るため

にどんな調査をしていくのか、ちょっと考えがあ

ればお伺いしたいと思うんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 どのような形の調査を進めていく

のかというところはこれからの話なものですから、

今現在ではざっくりしたところというふうな形で

ご容赦いただきたいんですけれども、田村議員さ

んが質問していただいた際に、現在の課題整理、

それから今後の計画について話をさせていただき

ました。 

  それから、当然に本市の地域公共交通計画をつ

くる、それから、那須定住自立圏での公共交通計

画をつくる意味では、ある意味重複しているとこ

ろもあるのかなということで、こういう公共交通

の調査の中で、アンケートなんかも早急に行うと

いうふうに考えています。約3,000人ぐらいを目

安にアンケートをすることができればというふう

に考えております。 

  そういった結果なんかも踏まえまして、どのよ

うな形で課題を整理しながら、それから、次の素

案作成という形のほうにつきまして、小島委員に

質問していただきましたように、利用者をどう伸

ばせるか、逆にどういう形でコストのほうにつき

ましても効率よく回していくかというふうなこと

で、ちょっと課題整理なんかもしながら進めてい

ければなというふうに考えている状況です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、執行計画49ページ、交通安

全対策費、1001事業の交付金ですね。免許の自主

返納に関してなんですが、この110万円というの

は何人の対象の交付金なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 こちら、何件ということかと思う

んですけれども、こちらの運転免許証自主返納者

支援交付金につきましては、申請手続をしていた

だきました方に対しまして、有効期限が１年間と

いうことで、２万800円ということでさせていた

だいているんですけれども、それから割り返しま

すと90人ほどということで、予算計上では積算を

させていただいておりますけれども、交付した日

から１年間ということですので、やはり申請を受

けた方によっての違いがありますので、一つの目

安としましては90人ということになっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 前年度の実績からはじき出しているん

だと思うんですが、昨年の予算から見ると約半額

ぐらいになっているんで、それだけ自主返納の方

はなかなか思ったより増えていないということの

予算づけということでよろしいんですね。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 委員おっしゃいましたように実績

の部分を踏まえて、今年度予算につきましても計

上のほうをさせていただいておりますので、その

ような状況になっております。申し訳ありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 謝る必要はないと思います。 

  続きまして、その次ページ、50ページですね。 

  広域公共交通事業に関してなんですが、これ、
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昨年の那須地区定住自立圏、ああ、すみません、

これは委託料の分ですね。それで、那須地区定住

自立圏、その中でも、ここの部分の調査費という

ことで予算化されていたと思うんですね。それで、

今回に関しましては、第２次の地域定住自立圏の、

これのまた調査ということなんですが、昨年とど

こがこれ、違うんでしょう。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 昨年もやはり、委員おっしゃいま

すように予算のほうを頂いております。 

  こちらにつきましては、昨年は、今年度であり

ますかね。間もなく終わろうかと思うんですけれ

ども、実際に広域の関係でありますので、那須塩

原市内にとどまらず４市町の各公共交通の運行の

状況であったりとか実態なんかの分析のほうをさ

せていただくような形で予算計上いただきまして、

それで次年度につなげるようなものをつくってき

た。それで、その分析等も踏まえまして、ざっく

りとしました中間報告もつくっていくような形で、

年度末を迎えたいというふうに考えているもので

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、昨年度じゃなくて確かに

今年度ですよね。今年度の予算なんですが、継続

という捉え方でよろしいんですか。それで、実際

のこの予算額は幾らになりますか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 ちょっとこちらの説明のほうが足

りなくて申し訳ありませんでした。 

  まず、次年度の令和３年度につきましては、第

２次那須地域定住自立圏の策定事前調査業務とい

うことで、予算のほうは895万円ですか、という

ことで計上のほうをいただいております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、同じ委託料で、一番 初の委託

料が、広域公共交通マップ作成というのは、これ

も、以前も入っているんですよね。それで、なぜ

また予算化されるんですかね。これって一度作れ

ばいいような気がするんですが、そういうことで

はないんですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 一度作れば……。今回要求をさせ

ていただくのは、当然、100万円ほどなんですけ

れども、こちらは部数のほうは 終的になくなる

形で、５万部程度のものを作らせていただく。作

ったものは当然に利用していただく。ということ

は、在庫のほうはなくなります。それから当然に、

マップですので、時点修正と言うと変ですけれど

も、修正を加えながら更新をさせていただいて、

それで作らせていただいて利用していただければ

というふうなものになります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、今年度のマップ作成とは多

少、次年度のマップは違ってくるということにな

るわけですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 そのような形になるかと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あともう一点だけ確認させていただき

たいんですが、先ほど小島委員のほうの質疑もあ

りました。また、本会議での田村正宏議員の質疑

にもあった、その上ですね。公共交通政策費の今

回の第２次地域公共交通計画策定に関する調査と

いうことで、先ほどの広域の公共交通費の事業の

第２次の那須地区定住自立圏地域公共交通のこち

らの調査業務と重なるという、ちょっと先ほど課

長の説明があったと思うんですが、その重なると

いうのはどういう意味なんですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 重なるということが適当かどうか
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ですけれども、第２次那須地域定住自立圏地域、

ここの策定事前調査業務の中でアンケートなんか

もやってみたいなというふうに考えております。

そうしますと、アンケートを取った結果データと

いうものが当然に、那須定住は那須塩原市を含め

て４市町でつくり上げ、組み立てていく計画にな

っております。ですから、そちらも当然に、そう

いった面で重なるといいますか、そんな表現をさ

せていただいたわけなんですけれども、そういっ

たアンケートの結果であったりとか、そういった

ものも利用させていただきながらというと適当な

言葉かどうか分かりませんけれども、そのような

形で本市のほうの公共交通計画についてもつくっ

ていければなということで、重なるというふうな、

一部重なるというふうな表現をさせていただきま

した。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうなると、第２次の地域公共交通計

画策定のほうに関して言うと、そこはアンケート

は入っていないということになるわけですね。は

い、分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  生活課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

 

再開 午後 ２時５８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○星委員長 ただいまから市民課の審査に入ります。 

  市民課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会第三分科会に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討
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論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○大澤市民課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので質疑を許しま

す。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  市民課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

 

再開 午後 ３時１３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎気候変動対策局の審査 

○星委員長 ただいまから気候変動対策局の審査に

入ります。 

  気候変動対策局の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、局長からご挨拶をお願いします。 

○黄木気候変動対策局長 （挨拶。） 

○星委員長 気候変動対策局については、建設経済

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

ここで建設経済常任委員会を予算常任委員会第三

分科会に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （議案第10号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 スマート街灯なんですけれども、これ
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ってどのぐらい作るという、数の話とかあったん

でしょうか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 まず、スマートライティ

ングについては、道路灯と街路灯があるんですよ。

それで、我々の方は、直接工事をするのは街路灯

のほうで、ちょっとごめんなさい。少し、10ちょ

っとの数を予定しています。それで、道路灯のほ

うは500……これはちょっと建設部署の予算なん

で、私のほうからは言いづらいんですけれども、

500ちょっとを予定しております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これは補助が出るんですか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 環境省の補助を予定して

おります。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 補助率はどのぐらい。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 補助対象経費の３分の１、

物によってちょっと違うんですけれども、大ざっ

ぱに言うと３分の１を予定しております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これ、どの辺に設置するとかというの

は決まっているんですか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 街路灯につきましては、

主に教育委員会さんとか公民館とか、そういうと

ころのＬＥＤ化に合わせてやりたいと思っている

んですけれども、ちょっとまだ具体的な場所の選

定には至っておりません。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 じゃ、まず一つ、グリーンファイナン

スの発行支援ということで、調査業務をお願いす

るかと思いますけれども、どのような業者にお願

いしていくのかお伺いしたいと思いますけれども。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 このグリーンファイナン

スというのは、まず、グリーンファイナンスをす

るための枠組みをつくらなくちゃいけない。その

ためのまずコンサル会社に委託しなくちゃいけま

せん。もう一個、その枠組み、もしくは発行後の

我々の事業の正当性、それを検証するためレビュ

ー機関に業務をお願いしなくちゃいけません。こ

の２者に対して業務をお願いする予定です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 じゃ、続けてもう一つ。 

  新規開発電源ということで、新電力も、これか

ら那須塩原市でもこれを設置していきたいという

ことで計画を立てるわけでございますけれども、

これをどういう枠組みで支援するのか、委託業務

をどういうふうに考えるのかお伺いしたいと思い

ますけれども。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 地域新電力のお問合せで

すね。 

  こちらは、今年行いました実現可能性調査で、

大ざっぱではありますけれども、地域の再エネを

使って地域内の公共施設に対する事業性というの

は見いだしたところです。今回はそれをもう少し

具体的にして、じゃ、どのような細かな構成で、

どのような事業計画をやれば成立するかというよ

うなものをコンサル会社と共に、その中の作業と

して、国のほうへの届出、そこまでを支援してい

ただくようなことを想定しております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 再エネという話をしていましたけれど

も、具体的にどんな再エネを今想定しているのか

教えてください。 
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○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 今、実現可能性調査で対

象となった既存の再エネ、具体的に言いますと、

ちょっとまだ具体的な交渉をしていないんで、相

手方がいることなんではっきりは言えないですけ

れども、例えば市でしたらクリーンセンターの廃

棄物発電、これなんかを対象にしたいなと思って

考えています。 

○小島委員 はい、分かりました。もう一つだけ聞

きたいんですけれども、いいですか。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 気候変動の気候変動リスク分析という

ことでやるわけでございますけれども、これにつ

いても向こうの業者というのは、今は宇都宮大学

とある程度やっていると思いますけれども、今後

どんな形でやっていくのかちょっとお伺いしたい

と思いますけれども。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 こちらは、今我々が入手

というか、使っている気候変動の予測では、物す

ごく大きなリスクがあるんですね。大きなリスク

で、物すごく長い時間なんです。それでは市民の

皆様は実感が湧かないだろうということで、もう

少し那須塩原エリアに特化というか近づけて、も

う少し手短に将来予測をしていただこうと。 

  それについては、今ある情報を、要は気象を分

析できるような業者さんにお願いして、分かりや

すくやってもらおうと考えております。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、30ページ、歳入になります

けれども、先ほど局長から御説明をいただいた衛

生費の中の脱炭素社会構築事業で3,110万円、市

債として発行するわけですけれども、これ、グリ

ーンファイナンスで集めるということだと思うん

ですが、この金額にした理由をお聞かせください。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 こちらにつきましては、

先ほども森本委員からご質問のありましたスマー

トライティング、こちらは補助金を受けまして、

市が単独でやらなくちゃいけない部分をこのファ

イナンスでやろうと思っております。 

  なおかつ、ファイナンスといっても、実は普通

の地方債と一緒で借入れなので、集めるというよ

りは諸々借り入れ借入れの手続を普通に、ただ、

それにグリーン性を持たせるということになりま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、分かりました。 

  我々、一般的なファイナンスとちょっと考え方

が違うということですね。よく分かりました。 

  それから、何ページだったですかね、忘れまし

た。避難所への自立、それから分散型のエネルギ

ー設備導入に関する今回設計業務ということで予

算化されているわけですけれども、これ、もう少

し詳しくご説明いただけますか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 こちらにつきましては、

ちょっと話が長くなっちゃうんですけれども、既

に設備更新を予定している公共施設があったんで

すね、避難所関係で。それについて、例えばＬＥ

Ｄ化をするとか、そういうのを単体でやるんじゃ

なくて、それプラス太陽光を載せましょう、蓄電

池を載せましょうとやると、環境省の補助がつく

ような事業があったんですよ。 

  それを活用すると、確かにイニシャルは単独で

ＬＥＤを導入するだけよりは高くなっちゃうんで

すけれども、補助を活用して、なおかつ電気代が

安くなるものですから、そうするとある一定期間

で投資費用が回収できるなという目論見が立った
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施設、これが、ちょっと２桁までいかないと思う

んですけれども、そういう施設があったんです。 

  なおかつ、そのうち今年度のうちに太陽光発電

が載せられるところを調査しまして、それが結果

的に３か所になったということで、来年度はそれ

に対する今度は実際の設置の設計をしようという

事業になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の局長の説明からいくと、太陽光パ

ネルを載せる３か所ということで、その設計で

1,000万からかかるわけですか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 太陽光を載せるだけでは

なくて、それは大体蓄電池を載せます、それから

ＬＥＤ化をしますという、トータルの設計費にな

ります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 94ページの気候変動適応推進費の

中で、シンポジウムの開催ということになってい

るんですが、何回ぐらいを予定されているんです

か。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 こちらは１回を予定して

おります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 じゃ、その１回の開催費は、その

831万9,000円のうちどれぐらいかかるんですか、

経費。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 260万程度を予定してお

ります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その上にシンポジウムの講師、パ

ネリスト謝礼、検討委員会委員の謝礼、この189

万円なんですが、こちらの人数と各講師さんの謝

礼の内訳を教えていただけますか。 

○星委員長 主幹。 

○相樂気候変動対策局主幹 今のお話ですと、シン

ポジウムの講師の部分と、それから気候変動情報

収集分析事業、宇都宮大学にお願いをしている事

業があるんですけれども、そちらの検討委員会の

委員さんの謝礼というのも入っている金額になっ

ておりまして、年間に支払う分としては150万、

それから、収集分析事業の委員さんたちに支払う

費用としては39万円というところで考えておりま

す。 

  委員さんは５人で、２つの検討会をと思ってい

ますから、延べですと10人というところになりま

す。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その前の150万も教えてください。 

○星委員長 主幹。 

○相樂気候変動対策局主幹 150万は、パネリスト

３名を想定していまして、まだ具体的な人選とい

うところまでは至っておりません。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 150の３、１人のパネリストにい

ろいろ含めて50万円かかるということですね。 

○星委員長 主幹。 

○相樂気候変動対策局主幹 そのとおりです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からのご意見

はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これから採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  気候変動対策局所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時３５分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和３年３月１０日（水曜日）午前９時５５分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘 

委 員 小 島 耕 一 委 員 森 本 彰 伸 

委 員 相 馬   剛 委 員 玉 野   宏 

委 員 吉 成 伸 一   

 

欠席委員（１名） 

委 員 鈴 木 伸 彦   

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

建 設 部 長 大  木     基 
都 市 計 画 課 
次 長 兼 課 長 

関     孝  男 

都市計画課長 
補 佐 

渡  邉  章  二 都市計画係長 江  面  史  彦 

開発指導係長 相  馬  福  光 都市整備課長 増  子  芳  典 

都市整備課長 
補 佐 兼 
都市整備係長 

小  野  治  夫 
空 き 家 対 策 
係 長 

遅  沢  友  則 

建 築 係 長 千  田  晃  司 道 路 課 長 鈴  木  隆  行 

道 路 課 長 
補 佐 兼 
建 設 係 長 

高  野     茂 管 理 係 長 江  面  宏  信 

維 持 係 長 
兼 河 川 係 長 

大  野  昭  博 用 地 係 長 浦  田  謙  一 

建築指導課長 三  輪     敦 
建築指導課長 
補 佐 兼 
指 導 係 長 

高  橋     力 

審 査 係 長 鈴  木  美 津 治 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

田  代  宰  士 

農 業 委 員 会 
局 長 補 佐 兼 
農 政 係 長 

村  松     隆 農 地 係 長 佐  藤  博  之 

 

出席議会事務局職員 
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書 記 鎌  田  栄  治   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    予算常任委員会 第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔建設部〕 

    ・建設部長挨拶 

   〔都市計画課〕 

    予算常任委員会 第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔都市整備課〕 

    予算常任委員会 第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔道路課〕 

    ・議案第３２号 契約の変更について 

    予算常任委員会 第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔建築指導課〕 

    予算常任委員会 第三分科会 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開会 午前 ９時５５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開いたします。 

  本日の委員会に鈴木伸彦委員から欠席する旨の

届出がありました。 

  ただいまから農業委員会事務局の審査に入りま

す。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○星委員長 農業委員会事務局の皆さん、お疲れさ

まです。 

  初めに、局長から御挨拶をお願いします。 

  局長。 

○田代農業委員会事務局長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 農業委員会事務局については、建設経

済常任委員会に対する付託案件がありませんので、

ここで建設経済常任委員会を予算常任委員会（第

三分科会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○田代農業委員会事務局長 （議案第10号について

説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 今、農業者年金事業、説明いただきま

したけれども、現在、農業者年金に加入している

方というのは今何名ぐらいいるんですか。 

○星委員長 係長。 

○村松農政係長 令和元年度末の状況になりますが、

旧制度と新制度の分を合わせまして、現在積み立

てる方も含めなんですが、全部で738人と。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、農業委員会運営費の３年に

一度の研修の説明が先ほどありました。こういう

状況の中で、いつぐらいに予定をされて、今回は

どういった研修を考えられているのかお聞かせく

ださい。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 今回の視察研修会につ

きましては、農業委員及び推進委員からのアンケ

ートを取りまして、時期は11月ということで決定

をさせていただきました。農閑期に移るというよ

うなところのタイミングかと思っております。 

  また、行き先も委員に決めていただきまして、

予定とすれば長野県富士見町に行く予定でござい

ます。こちら全国農業会議のほうから優良事例と

いうことで発表されたところでございまして、中

山間地域における農地の集積・集約地の優良事例

というところなものですから、那須塩原市におい

ても、やはり中山間地の集積・集約というのが大

きな課題となっているところから、先進地視察の

場所と選定したというところでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、あともう１点確認したい

んですけれども、農地集積・集約化対策事業費の、

これは毎回あるわけですけれども、この紛争の仲

介の謝礼ということで６万何がしついているんで
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すが、これ実際には執行されているんですか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 執行の事例はありませ

ん。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ６万7,000円、毎回だと思うんですが、

積算根拠は。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 １回当たり7,400円の

３人で３回ということで計６万7,000円というこ

とでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 農業者年金業務費というところで、ま

ず歳入が農業者年金業務委託料、28ページですね、

先ほどそこの歳入で116万4,000円、歳入だという

ことなんですが、これとその業務費が合計で64万

8,000円、この歳入と歳出の何ていうんでしょう

かね、どこかに振り分けているのか、説明をお願

いしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○村松農政係長 農業者年金業務の受託料なんです

が、この歳出予算の農業者年金業務費に充てまし

て、あと年金業務に従事するということで、会計

年度任用職員を任用しています。そちらの人件費

のほうに残額は充当しているというような形です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、その差額は別な会計年度

任用職員のところの予算書に入っているんですか。 

○星委員長 係長。 

○村松農政係長 市の全体のほうで、全体で会計年

度任用職員の予算を管理していますので、そちら

のほうに当たっているような形になります。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかありますか。よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  農業委員会事務局所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし
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ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○星委員長 これより建設部の審査に入ります。 

  初めに、建設部長から御挨拶をお願いします。 

  部長。 

○大木建設部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○星委員長 ただいまから都市計画課の審査に入り

ます。 

  都市計画課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 都市計画課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  次長。 

○関都市計画課次長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、歳入の不動産売払収入の宅

地の分譲したというところの場所と、その数等を

御説明いただければと思います。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 来年度の予定といたしまして

は、今、分譲地を行っておりますのが関谷分譲地

と那須塩原駅西口の分譲地と、西那須野地区の分

譲地、それぞれの１区画が売却できたというもの

を予定しておりまして、金額につきましては、そ

の価格の 低となっている金額を想定して計上し

ておりまして、もう少し細かいお話をしますと、

関谷地区が400万円、那須塩原駅の西口が1,000万

円、西那須野駅周辺の分譲地が1,400万円という

ような内訳で2,800万円を計上させていただいて

おります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、これにつきましてはも

う売買契約が済んでいるということでよろしいん

でしょうか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 まだ売買契約は済んでいませ

ん。来年度の予定として計上していると考えてご

ざいます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 あくまでも予定だということですね。

もう申込みがあるとか、そういうことではないと

いうことでよろしいですか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 そのとおりでございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃちょっと基本的なことをお聞きし

ます。 

  130ページ、総務費の中の５年に一度、先ほど

次長のほうから説明いただきました、５年に一度

の都市計画基礎調査、この詳しい内容をお願いし



－198－ 

ます。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 ５年に一度の基礎調査という

のは、都市計画法に基づく６条にありまして、大

本は国交省なんですけれども、から県のほうへ５

年に一度、基礎となる調査を行いなさいというこ

とが明示されております。その中身につきまして

は、市で行うものは大小項目合わせまして29項目

ありまして、その内訳としましては、ちょっと大

きなところだけお話しさせていただきますと、地

価の分譲状況とか、それはデータに基づいている

んですけれども、人口だとか住宅だとか、そうい

うもの。また、うちのほうで独自でやらなければ

いけないのは、開発行為についてどこの場所だと

か、地図に落とすとか、何件かとか、そういうも

のを調べる形になっております。それは、その提

出が４年度の３月までというような形になってお

りまして、それにつきまして、ちょっと繰り返し

ますけれども、５年に一度ということで、来年度

予算要求をさせていただくものです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際には、この調査によって、それは

どういうところに利用されるんでしょう。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 基本的には 新データを取り

まとめまして、客観的、定量的に分析をするとい

うことで、まちづくりの施策の過程において、そ

ういうデータに基づいて進めるというような使い

方をするのが一般的だというふうに考えておりま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、本市においては、これは

どういうところで利用されていますか。例えば今

回、那須塩原駅前のまちづくりビジョンが出たわ

けですけれども、そういった際にも５年前の調査

が使われているという理解でいいわけですか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 まちづくりビジョンには使わ

れていないということです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 どういうところで使うんでしょうか。

これはもう国のデータですか。 

○星委員長 係長。 

○江面都市計画係長 先ほど次長の言ったとおり、

  県が請け負う業務で、市のほうで、市のデー

タは細かいので、市の分担したほうが効率がいい

のは県か市に落ちてくる形です。これを１回、県

が全部まとめまして、令和５年度中に分析をして、

主に県の区域マスタープラン、今年度、区域マス

タープランを見直して都市計画審議会委員の皆様

にはご審議いただいたところなんですけれども、

そういった県のまず計画の大きなところで全体の

分析に使われる傾向と把握などです。市のほうで

分析した部分については、市のほうもマスタープ

ランを持っておりますので、そのときの参考資料

というか、そういうところに使えるということに

なります。 

  今、国ほうがオープンデータ化というのを進め

ているようでして、これもやはり重要なデータ、

先ほどいろいろな項目を調べますので、場所によ

っては国勢調査時点のポイント、もしくは経過、

昭和47年から令和元年まで、 新までの経過を見

るもの、いろんなデータがございます。こういっ

たものをオープンデータ化していろんなまちづく

り、行政もそうですけれども、民間企業のほうに

提供して、いろんなプランの提案とか、そういっ

たものに使えるんじゃないかというのは国では進

めているようなんですが、いかんせん個人情報で

あったり、いろんなものが混じっているデータが

あって、一概に全部どうぞというところまではま
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だ整っていないというのが現状です。 

  それで、使えるデータはできるだけ使っていき

たいと思っているんですけれども、なかなか使い

づらいデータも、まだ含まれて国のほうも課題と

して持っているようですので、うちのほうでもマ

スタープランをつくるときには法の立地適正化の

見直しがもしあるときなんかは参考にしていきた

いなと思っているところでございます。よろしく

お願いします。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 131ページです。開発行為のところで

す。3001事業で、申し訳ない、その下です。4001

事業ですね。開発帰属緑地等、草刈りとか立ち木

伐採ということですけれども、どういう場所で、

そしてどんな流れで委託するのかお伺いしたいと

思います。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 基本的には、今、うちのほう、

浸透槽の話でさせていただきますと、530以上管

理している部分がありまして、それを毎年毎年、

５か年計画で計画は立てておるんですけれども、

まず来年度といたしましては、先ほどの立ち木に

ついては４か所、今、考えておりまして、埼玉、

東小屋、太夫塚、二区町という形の４か所の浸透

槽の立ち木の伐採を考えております。その金額が、

内訳でいいますと150万円ぐらいかかるんではな

いかという予測をしております。 

  また、緑地につきましても８か所の緑地があり

まして、これも開発行為に伴って帰属している緑

地なんですけれども、これにつきましては２か所、

石林地区と高柳地区、市内の２か所の除草を考え

ておりまして、その２か所といたしまして、平米

として約2,000㎡ぐらいあるんですけれども、こ

れで10万円ぐらいかかるのではないかということ

で、160万円を計上させていただいております。 

  以上です。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 131ページの屋外広告物・景観形成推

進費の中のボランティア活動保険ということで、

保険の１万1,000円ではないんですが、そのボラ

ンティア活動についてご説明いただければ。ボラ

ンティア活動というのは、その内容をちょっとご

説明いただければと思います。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 ボランティア活動というのは、

一応、広告物のですね、うちのほうで基準を定め

まして、それに対する違法といいますか、その規

格に合っていない広告物、看板等がどういうとこ

ろにあるのかというのを調査していただいたりと

か、主にそういうものをしていただいているとい

うところになっております。 

  団体につきましては、今年度３団体、約90名ぐ

らいだったんですけれども、年々少なくなってお

りまして、実際どのくらいというのを確認します

と、来年度については２団体、27人で、大分少な

くなっているものです。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 若干補足させてもらいたいんです

が、 近は少なくなったんですが、以前、ピンク

チラシ、電柱なんかにいっぱい貼ってあって、青

少年によろしくないと。そういうのが多かった時

代にですね、ボランティアでそれを撤去するとい

うようなものを、指導して活動する団体がありま

して、屋外広告物の一つという中で、そちらのほ

うの団体を支援するという中で、保険代を支払っ

たというのが大きなものです。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今回の１万1,000円というのは、27名
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分の保険料を計算したということでよろしいでし

ょうか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 そのとおりでございます。 

○相馬委員 了解しました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１０時４７分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○星委員長 ただいまから都市整備課の審査に入り

ます。 

  都市整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 都市整備課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  会議の途中ですが、ここで15分間の休憩に入り

ます。会議の再開は11時10分からにいたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時０５分 
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○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  小島委員。 

○小島委員 132ページ、公園維持管理費というこ

とで9,440万が出ているんですけれども、感染者

の発生時公園施設消毒は、これは出た場合という

ことで考えてよろしいんでしょうかね。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 お見込みのとおりでございま

して、発生した場合に対して、この場合は例えば

コテージだった場合は、その泊まった棟の、使用

したコテージの消毒を行うというようなことにな

っております。 

○小島委員 引き続きですけれども、空き家対策、

134ページですね、委託料ということで空き家対

策の計画改定及び空き家実態調査ということをや

る予定でございますけれども、具体的にどのよう

な計画で行うのか伺いたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 これについては、先ほど説明

のほうでもちょっと述べたことと関連してきます

が、まず来年度、令和３年度と翌４年度の債務負

担行為設定ということで、まず、令和３年度に空

き家の実態調査のほうを行います。その調査結果

を踏まえたものを用いる形で、翌４年度の計画改

定に反映するというような内容としております。

よって、計画改定の内容は、現状の空き家の実態

を反映する形となりますというふうな見込みで今

のところは考えております。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 具体的にどのような、実態調査という

のは前にも、３年前ですか、やったんだと思いま

すけれども、やり方については同じということで

すか。 

○星委員長 係長。 

○遅沢空き家対策係長 空き家の実態調査につきま

しては、前回と同じように市内全域を対象として

実態調査をする予定です。調査の方法等につきま

しては、前回やったものでいいのかどうかを含め

ながら、選定した業者のほうと適宜修正等加えた

上で改めて検討したいと思っております。 

○星委員長 いいですか。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 市営住宅維持管理費で、新規で感

染者発生時市営住宅消毒というふうなことが出て

います。例えば出たら、その住宅だけをやるのか、

全体的にやるのか、その消毒の方法を具体的に教

えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 今の時点の考えなんですけれ

ども、あくまでこの予算措置で見込んでいる内容

が、その方が住んでいた部屋のみを対象とした予

算となっております。ですので、あとは、程度に

よっては当初予算で賄えない形も出るおそれもあ

ろうかと思いますけれども、予算措置の内容は、

あくまで１戸分を見込んだ額というふうになって

おります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 出た場所の住宅をやるということ

で、おおむね１棟出た場合の予算はどれぐらい金

額的にかかるのか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 これ１戸の想定の予算ですん

で、例えば１棟といっても、団地によってもいろ

いろありますけれども、仮に100棟あったら掛け

る100というような、計算ではそういうこととな



－202－ 

ります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その下段のほうですね、長年あり

ました島方団地解体、整地、このスケジュールと

しての、整地した後の、そういったものも予算の

中に含まれているんですか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 こちらについては、まず、現

在のいわゆる土地の所有者の方との契約の満期が

９月30日までというふうな計画になっております。

よって、まだ時期は未定ですが、それまでには現

地のほうは解体し、整地を行い、いわゆる更地の

状態で相手方に返還するというような予定で組ん

でおります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、９月30日以降、解体

ということでよろしいですね。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 ９月30日までに解体、その後

の整地も含め返還するというようなことです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 133ページの都市公園の長寿命化の工

事請負費、委託料の設定等もありますけれども、

これの東那須公園の枕木の改修ということなんで

すが、これはあれですか、枕木全部になるんです

か。 

○星委員長 課長補佐。 

○小野都市整備課長補佐 広域のほうから入ってき

たところのすぐの枕木の階段ですね、あそこの部

分の傷みが激しいということなので、今回、その

部分を工事する、２か年に分けてちょっとやるよ

うな予定です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あの枕木、結構長いですよね、階段自

体も広いですよね。そうすると、今回は、今年に

関していうと、上段、下段で分けると、下からい

くということですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○小野都市整備課長補佐 来年度、３年度としまし

ては、下段、下の段のほうから真ん中辺りまでや

らせていただいて、残りを次年度というふうに考

えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解です。 

  それから、134ページの空き家対策費のほうな

んですが、特定空き家の解体費ということで、前

年と同じ1,200万弱ついているわけですね。内容

としては２分の１補助の50万と、それから立地適

正化の中に入っている場合には70万というふうに

なっていたと思うんですけれども、これ今年も来

年も同じ予算額というのは、そこの積算根拠をち

ょっと聞かせてください。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 まず、当初予算の段階では、

あくまで見込みという形を取っております。です

ので、結果として昨年と同様の見立てというよう

なことにして、現時点ではしております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、大まか何件ぐらいという

見込みなんでしょう。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 予算の内訳となりますけれど

も、まず50万円のほうが14件、結果700万、あと

居住誘導区域ですが、こちら70万になりますけれ

ども、こちらについては７件で490万、合計1,190

万というような内訳です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  その下の市営住宅の件なんですが、一番下の
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1501事業の、これも若松団地に関していうと、こ

れまで順次、排水設備の改修工事というのをやっ

てきたわけですけれども、これ 終的には終わる

のいつになりますか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 若松団地が終わるということ

…… 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 若松団地に関しては、今年度の予算に

もついていましたよね。それで、今回当然、棟が

違うわけですよね。そうすると、来年度の予算額

をついて、 終的にはいつぐらいにこれは終わる

んでしょうね、この工事は。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 現在のいわゆる長寿命化、今

後の予定でございますけれども、全体としてみま

すと、令和９年度の完成を見込んでおります。こ

ちらについては、ほか中層でいいますと稲村団地、

磯原団地等も含めた形で、先ほど述べたとおり令

和９年でもって完成予定ということで現在進めて

おります。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、長寿命化計画どおり進ん

でいるという理解でいいわけですか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 さようでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと、先ほど山形副委員長のほうから

も質疑がありましたけれども、島方団地の件なん

ですが、これは工事期間としてはどのぐらいです

か、２か月、１か月とかありますが。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 先ほど私、山形副委員長の質

問で令和３年９月30日が満期だというような説明

をいたしましたが、これ令和４年度９月30日にま

ずちょっと訂正のほうをお願いしたい。申し訳ご

ざいません。 

  そういうことなものですから、相手方には令和

３年度で整地まで行い、若干の余裕を持って相手

方に返却する形で進めております。その期間です

が、実際のところまだちょっと住んでいる方、結

構いるものですから、今、その方との交渉のほう

続けていて、ただ、今の段階ではまだ明確には、

ちょっと意思のほうがまだ確認できていないもの

ですから、それ次第で進めていますが、大方、解

体及び整地も含めて半年からの期間内には終わる

であろうというような考えで今のところは進めて

おります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 １件残っているのは、私も承知してい

る。結局、引っ越し先が見つからないので、まだ

移転できないということなんですか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 交渉が今、内容といいますか、

そういったことになりますけれども、そういった

事情もあります。あとは、これはなかなかちょっ

と、そう言われるとなかなか難しいところもある

んですが、相手方のほうの時期がちょっと、この

時期ではちょっと気分的にというようなですね、

など若干の理由がございますので、基本的には

我々側の事情によってお願いしている案件ですの

で、基本的には住んでいる方の意は 大限酌みた

いというような形で、強制が伴わないような形と

いうふうなことに気をつけながら交渉のほうを進

めておりますので。今後もですね、当然その中で

我々としてできることは可能な限りするというよ

うなスタンスに徹していますので、そういったと

ころから、即という形にはちょっといかないとこ

ろの事情がございます。 
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  以上です。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  協議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  都市整備課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○星委員長 ただいまから道路課の審査に入ります。 

  道路課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第32号 契約の変更についてを議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木道路課長 （議案第32号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 契約金額が下がるというのはいいこと

だと思うんですけれども、基本的にどういう理由

でこれまでこんなに額が下がってきたのかだけ教

えていただけますでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 変更の理由ということですけれど

も、今回、ＪＲから通行止めの時間とか期間の変

更による誘導員の減額が大きいというということ

で聞いたところなんですが、ＪＲのほうも旅客列

車の安全運行という絶対的な条件の下、実施する

工事でありますので、不測の事態に対応する変更

分として、あらかじめ多めにのっていると。そう

いった部分がですね、今回、何もなく工事が終わ
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ることによってどんどん減額になっていくと、そ

ういった部分となっています。 

○星委員長 いいですか。 

  そのほかありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 こういう工事というのは、そういう形

で大体多めに見積もるのが通例なんですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 ＪＲ委託となりますと、ほぼ 終

的な精算で減額になるようなものが多いです。ど

のぐらいの割合でＪＲがのせているとか、そうい

った部分はちょっと教えてもらっていないような

状況です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今、 後の説明で、まだ別な路線に振

り替えて、なので、これが 終ではないようなち

ょっとご説明に聞こえたんですが、振り替えると

いうのはどういうことなのか、御説明いただけま

すか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 この事業は、国の、要は防災・安

全交付金というものを、このパッケージ予算とい

うことで、通学路整備とかそういったものをメイ

ンにやっている補助事業になるんですが、その補

助事業の路線が何路線もうちのほうで計上してお

ります。今回この額が確定する必要があるという

のは、市道新南下中野線、あちらの整備のほうに

お金を持っていくことが可能なもんですから、年

度内契約がどうしても必要だということで、今回、

3,200ちょっと変更契約をすると。 終的な精算

というのがまだちょっと残っている部分がありま

す。こちらはＪＲと現場立会いしたりとか、いろ

いろ検査をして、その後に確定するものですので、

この後、若干の変更の説明は、今後する形になる

と考えております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これで、佐野開墾の踏切工事について

は一応決着したということではないということで

すか。 

○鈴木道路課長 そうですね。 

○相馬委員 まだ何かあるということですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 終的に、今確認取れているのが

若干、二、三十万の減がまだ出そうだということ

で、ＪＲからは聞いております。ただ、それ 終

的に23日にＪＲと立会いをして、現場とかそうい

った部分で調整が必要ですんで、その後、議会の

議決を得て契約したものですんで、今後、５％以

内とはいえ、その減った分は報告させていただき

たいと考えております。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 
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  議案第32号 契約の変更については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第32号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 ここで建設経済常任委員会を予算常任

委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行いま

す。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木道路課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  玉野委員。 

○玉野委員 127ページ、通学路整備事業費ですけ

れども、学区というんでしょうか、場所というん

でしょうか。どんな学区でやっていますか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 通学路整備事業の学区でよろしい

…… 

○玉野委員 ええ。学区と同時に何路線ぐらいやる

のかなって。 

○鈴木道路課長 これは、地元からの要望の提出に

よってやる工事となりまして、現在、下永田地区、

大山小学校ですかね、そこが１か所上がっており

ます。要望書にですね。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 要望に応えていくという形。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 通学路整備要綱というものがござ

いまして、その要件に合致するものであれば、当

然、要望に沿って整備を進めていきたいと考えて

おります。 

○玉野委員 分かりました。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 すみません、128ページの新規の土木

積算システムなんですけれども、これ790万円の

うち、この新規の積算システムの更新って幾らな

のか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 土木積算システムの750万円のう

ち新規の部分が幾らかということだと思いますけ

れども、土木積算システムの更新、ソフトウエア

及び導入支援作業として340万円計上しておりま

す。 

○森本委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 126ページの新規で南郷屋睦420号線の

待避所ということでやる予定ですけれども、これ

はちょうど真ん中に農地があるところ、あそこは

全部待避所にするような計画ですか、と伺いたい

と思います。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 市道南郷屋睦420号線ですが、全

体の延長としては約287ｍございます。ちょうど

中間地点に昔、公園があったと思うんですが、今

農地になっているような感じ、そこが100ｍあり

ます。その100ｍの部分を現道５ｍ、拡幅２ｍと

いうことで、７ｍに広げるという計画をしており

ます。 
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○星委員長 小島委員。 

○小島委員 どうしても入り口と出口が問題になる

のかな、後でね。そこをある程度拡幅するという

計画はあるのかどうか確認したいと思います。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 現在の計画では、途中100ｍを待

避所とする計画しかございません。入り口と出口

の部分というのはまだ計画としては立てていない

状況です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 もう一つですね、新南下中野線ですね、

今やっているところですけれども、これ具体的に

道路が 終的にいつ開通するかというのは、もう

計画は決まったんですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 新南下中野線の全線につきまして

は、令和４年完成を目指しているところですが、

まだ、用地の協力等得られていない部分もござい

ます。それ以外に、土地を買収した部分とかは令

和４年度ですかね、工事のほうは完了を目指して

いるところです。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 128ページの社会資本整備総合交付金

事業の中の土地購入費、それから補償費等々で、

新幹線側道西３号線、これ新幹線のほうの待避所

の拡幅に伴うものだと思うんですが、これで道路

用地としては全て買収、それから物件の移転につ

いても、この9,000何がしで全部事業費というか、

これで賄えるということですか。それともまだあ

るんですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 市道新幹線側道西３号線の土地と

物件ということでございますけれども、令和３年

度ではまだ一部しか買えないということです。ま

だ続きます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 全体のじゃ何％ぐらいなんですか、令

和３年のこの予算額というのは。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 来年度につきましては、吉成委員

おっしゃるとおり土地購入費と補償費で、全体で

１億3,900万円になっているんですけれども、こ

ちらの予算については、全体事業費のおおむね

29％になってございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  それでは、その下の今度は防災・安全交付金事

業の新規ということで工事請負費、新規５路線入

っているんですけれども、ここでちょっと確かめ

たいのは、カラー舗装と、それから普通の舗装の

単価ってどのぐらいの差があるんですか。このと

ころカラー舗装をやっているわけです、新規で入

ってきているわけですよね。平米でどのぐらいの。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 カラー舗装自体は緑色に塗るもの

なんですが、昔、自分でやっていたときの記憶で

申し訳ないんですけれども、5,000円を若干切る

ぐらいの単価だったと思います、１㎡当たり。塗

るやつでしたら。ただ、現在もうちょっと値段は

上がっているとは思いますが。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、塗ること自体が5,000

円だから、その部分が当然、カラーしないものと

比較した場合には平米当たりの単価も違うという

理解でいいわけですか。 

  もう一回、それと、カラー舗装にする一番の理

由は。 
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○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 これは通学路安全プログラムで、

学校とか地元とか、そういったところから通学路

を整備してくださいよという要望に基づいて通学

路安全プログラムの計上しておりますんで、その

要望を満たすためにある補償金が防災・安全交付

金という、この補助金が使えるものになっていま

す。市のほうとしても、補助金で見られるという

部分もありますし、地元の要望を一歩一歩やって

いくと、そういった部分でこの緑色の塗装、あと

中には歩道を整備する部分ございます。そういっ

たものを進めております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 近、このカラー舗装のところが結構

見受けられるようになったんですが、これはもう

基本的に緑ということで、そういう基準、規定と

いうのがありますか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 塗装自体は全国的に緑でやってい

る部分がありまして、基準というとちょっとない

ですかね。自転車が通るところは青とか、そうい

った部分ではやっていますね。基準としては…… 

○吉成委員 ないですね。分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  道路課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 零時１０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○星委員長 ただいまから建築指導課の審査に入り

ます。 

  建築指導課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討
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論、採決 

○星委員長 建築指導課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪建築指導課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

す。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、今、 後に御説明いただ

いた危険ブロック塀等改善事業費ということで、

前年の半分ということで見込んでいますというこ

となんですが、実際に担当されているところとし

ては、その危険ブロック塀というのは、要は実績

ベースで半分にしましたということなんですが、

調査とかそういうのをして、実際に危険なブロッ

ク塀というのは把握してはいるんでしょうかね。

実際には危険ですよというところを把握して予算

組みをするのか、ただ単に申請があったから、そ

れが去年は少なかったから、今年は半分にしまし

たという説明だったと思うんですが、その辺の危

険ブロック塀に対する考え方を、今年度からやっ

ているんでしょうが、その辺の考え方についてま

ず伺って、この予算組みというのはどういうふう

に、実績ベースだというふうな説明は分かったん

ですが、果たしてそういうふうな考えなのかどう

かを再度伺いたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 まず、危険ブロック塀等の実

態調査の件でありますけれども、こちらについて

は実施はしておりません。いわゆるあまりにも件

数が多いところもありますし、ちょっとそちらに

つきましては、住宅の耐震と同じように、ちょっ

と件数的には難しいのかなと思います。 

  実績ベースの件につきましてですけれども、昨

年度、それ相応に出てくるだろう、その辺を見越

して予算組みをしたところですけれども、結果的

に令和２年度の現在の実績でいうと、改修１件、

除却が１件、建て替えが１件というような低調な

状況でございます。その辺を含めて半減をさせて

いただいたというところでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 小学校の通学路等でですね、ここは危

ないんじゃないのとかっていう話を聞くことは聞

くんですね。ただし、それは個人の塀になってい

るもので、その人に補助金これだけ出ますから、

直してくださいという話もなかなかできないとこ

ろではありますが、実際に所有している人は危険

と思っていないのかもしれませんが、多少、その

意識自体の啓発だけは、何ていうんでしょうかね、

そういうふうな啓発をするというようなことを考

えて予算組みをされているのかどうか、もう一度

お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 実際、この事業を始めたとき

に、市の広報掲載の際に、ホームページも載せて

いるような状況でありますけれども、なかなかこ

れは１軒１軒回っていくというのはちょっと難し

いところもありますし、やはり個人所有のもので

すんで、なおかつ建て替えの際には、建て替えた

場合には、石塀かスチール製のフェンスというよ

うな形になったときに、いわゆる地域柄の部分も

あるでしょうし、なかなか難しいのかなというふ

うには思っているところもあります。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 森本委員。 
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○森本委員 同じところなんですけれども、このブ

ロック塀の補助というのは、ずっとこれからも続

けていくのか。それとも、何年後かにはもう終わ

らせる予定なのかお聞きします。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 こちら補助金ですので、これ

は国庫と県の入った補助金になります。補助金額

に対して市としても出しているところがあります

ので、なかなかこれを国庫や県がやめたという状

況で市が全額単費で出すというのはちょっと難し

いのかなというには考えているところであります。 

  また、大田原市のほうでは、令和２年度実施を

しまして、１年度限りという形で実施したような

ケースもありますし、やはり予算の状況、全体的

な予算の状況もありますし、基本的にこれ個人の

ものですので、個人が責任を持ってというふうな

意識が必要なのかなと思っています。 

○森本委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 123ページの狭あい道路整備費という

ことで、5001事業ということで、負担金、補助金

ということで、狭あい道路整備事業ということで

50万が出されているわけでございますけれども、

どういう補助内容で、狭隘道路といったっていっ

ぱいどこでもあるような感じがしますんで、どう

いう形で出していくのか、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 こちらにつきましては、建築

基準法でいいますと、道路というのは４ｍと、基

準としては考えていまして、４ｍ未満の道路につ

いては、原則センターから２ｍバックするという

考え方を持っています。この狭隘道路については

４ｍ未満の道路を対象に考えているわけですけれ

ども、センターから２ｍバックした間の道路、こ

ちらについてを市に寄附したいという場合に、こ

ちらに係る経費の一部を助成するという事業でご

ざいます。今回の予算としては、１件50万として、

１件分を計上させていただいております。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  建築指導課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 零時２６分 

 

再開 午後 零時２８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 零時２８分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和３年３月１１日（木曜日）午前９時５５分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 冨  山  芳  男 農務畜産課長 渡  辺  直 次 郎 

農務畜産課長 
補 佐 

佐  藤  裕  之 農業振興係長 青  木  洋  人 

担 い 手 支 援 
係 長 

広  瀬  美 香 子 畜産振興係長 星  野  卓  央 

農 業 再 生 
協 議 会 
副 主 幹 

平  山  隆  美 農林整備課長 室  井  正  幸 

農林整備課長 
補 佐 兼 
農村整備係長 

村  木  和  夫 林 務 係 長 伊  藤  好  美 

地籍調査係長 須  藤  俊  一 
商工観光課長 
(ＤＭＯ担当) 

高  久     修 

商工観光課長 
補 佐 兼 
商 工 係 長 

井  上  早  人 商工観光係長 石  川  敦  史 

企業立地係長 植  木     智 
観 光 振 興 
センター所長 
(ＤＭＯ担当) 

和  氣  広  美 

ま ち な か 
交流センター 
館 長 

大  野     薫 
ま ち な か 
交流センター 
副 主 幹 

小  池  雅  之 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔農林整備課〕 

    ・議案第３９号 那須塩原市森林整備計画について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔商工観光課〕 

    ・議案第２９号 那須塩原市まちなか交流センター条例の一部改正について 

    ・議案第３０号 那須塩原市板室健康のゆグリーングリーン条例の一部改正について 

    ・議案第４０号 那須塩原市観光マスタープランについて 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１６号 令和３年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計予算 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  定刻より少し早いのですが、皆さんおそろいで

すので、会議を再開いたします。 

  散会前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○星委員長 これより、産業観光部の審査に入りま

す。 

  初めに、産業観光部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  部長。 

○冨山産業観光部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○星委員長 ただいまから、農務畜産課の審査に入

ります。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

  農務畜産課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、ここで建設経

済常任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に

切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 おはようございます。 

  初めに、１点御報告申し上げます。 

  本日、出席予定でございます堆肥センターの柳

崎所長につきましては、本日所用により欠席とな

りますのでよろしくお願いします。 

  （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 103ページの1001事業、就農促進事業

で、今年度の予算のときにはおためしファーマー

というのがあったと思うんですけれども、今度の

やつではおためしファーマー事業というのはもう

ないということでよろしいですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 おためしファーマー事業に

関しては、今年度、農業公社のほうのチャレンジ

ファーマー事業を強化・再構築しまして、おため

しファーマー事業をチャレンジファーマー事業の

一つのコースに入れこんだんですね。なので来年

度も実施する予定になっているんですけれども、

形式として市が公社に委託をしているのではなく

て、公社の実施事業としてやることにいたしまし

た。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 続きまして、105ページの牛乳等によ

る地域活性化推進事業6001事業の中の、新規事業

の乳酸菌の商標登録というところなんですけれど

も、これ何品目ぐらいを予定しているのか教えて

いただけますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 乳酸菌でよろしいですかね。 

○星委員長 係長。 
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○星野畜産振興係長 商標登録の区分的には第29類

と第30類の２区分で予定しております。 

  29類が主に乳製品関係、30類がお菓子類のそう

いった商品とする場合に権利関係の制約がかかる

ような形で考えております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 それは商標登録したものというのは、

どっかで販売していくという考えでよろしいです

よね。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 主にチーズ工房のほうにチー

ズとかヨーグルトとかをお願いしまして、副次的

にお菓子とかにつながっていくのを想定しまして、

商標登録を予定しているところです。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 分かりました。 

  そして、もう１個聞きたいんですけれども、

114ページ、農工商工連携の事業の9001事業のブ

ランドマークなんですけれども、ブランドマーク

は商標登録するということは実際にデザインはで

きているものなんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 ブランドマークのデザインに

ついては、来年度、ブランドがパンフレットとか

ポスターをリニューアルするんですけれども、デ

ザインリニューアルと併せて業者のほうにマーク

のほうも案を幾つか出していただいて、その中か

ら選出というのは考えています。 

  まだ今のところないです。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 選出方法というのはどんなことを考え

ていますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 まだ決定はしていないんです

けれども、この那須塩原ブランドは、ブランド認

定品を選出するための認定審査委員会という組織

がございまして、そちらのほうにお願いしようか

なと今、思って検討しています。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 104ページ下段から２つ目です。畜産

担い手の補助金、交付を受けての、どのような形

で受け入れられるのか、少し聞きたいんですけれ

ども、よろしくお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちら畜産の団体、農業者プ

ラス各関係者が集まりまして、クラスター協議会

というものをつくって、そこの団体がいろんな畜

舎の整備とか資料畑の造成を行うんですけれども、

それに対して国・県のほうから助成が出まして、

国は50％、県のほうが10％から25％の間で、その

費用を市を通して100％協議会に行くと。市のほ

うの持ちだしはないんです。残りの分については

各団体のほうの負担になります。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 説明の中に産業連関表のことを。説明

の後半に産業連関のありましたね。来年度は見送

るけれども、欄自体は生きているということで受

け取ってよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 産業連関表につきましては、

完全になくしたわけじゃなくて、時期を見て出そ

うかなということで考えております。コロナとい

うところもあるので、その辺の追いつき次第を状

況を見て。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 時期を見てということは、補正とかと

いうことでいいんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 補正は今のところ考えてない

んですけれども、早ければ令和４年度のほうで計
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上できるかなというところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ページ105の八郎ヶ原放牧場管理運営

費995万5,000円についてなんですけれども、昨年

度はほとんど稼働していなかったということだと

思うんですけれども、本年度も受け入れないとい

うことだったと思うんですよね。そこ私、勘違い

してないですよね。 

  従来の事業者というのは前年度、それから今年

度、どういうふうに、行わないとするとどういう

ふうな飼育の仕方を予定していたのか、その辺を

御説明お願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 昨年度までは50頭前後を放牧

していたんですけれども、令和２年度の４月以降

はうちのほうの放牧の受入れを見送りとしていま

して、例えば50頭前後の牛については、各農業者

のほうで自分のところで、これは想定になってし

まう部分もありますが、近隣の那須町とか大田原

市とかそちらの放牧場等に預けているケースが多

いのではないかと思っています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 50頭なんですけれども、本当は公共性

という言葉が出ていたんですけれども、50頭を利

用している利用者というのは、市内で大口何件ぐ

らい、何頭ぐらいを何件で利用しているんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 50頭のうち約半数ぐらいは千

本松牧場、ホウライの、があがっていまして、あ

とは各農家が数頭ずつあげているという状況です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これは来年度予算の話ではあるんです

けれども、このほかにも農業関係いろんなお金出

していて、農業大事だと思うし、市の基幹産業だ

と思っていますから、あまり突っ込みたくはない

というものがあるんですけれども、公共性という

のはやはり一番は市民全員に関わることとかね。

あとは産業で全体に関わるとかだと思うんですよ。

今回、大口が１か所、しかも民間、民間でもいい

んですけれども、そうなったときに公共性という

ときの判断基準というのは何かございますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 放牧場は、もちろん当初設営

したときの費用もありますし、途中で数年前とか

に国・県の補助金を入れて再整備している部分が

ございまして、その補助の期間のほうもまだ経過

していないというところもあって、その辺の公共、

税金投入した部分で、そしてそこに利用している

人もいたというところで、あと今年度再整備した

後、放牧の利用の検討というところでアンケート

取ったんですけれども、まだ可能性は残されてい

るというのか、これから再整備すればまた放牧し

たいよという意見もあったので、その辺も踏まえ

てもう一度やっていこうということにしておりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ここに新規で、放牧場活性化検討委員

料というのが予算取ってあるんですけれども、こ

こに入っている人たちが例えばホウライと一事業

者たちの集まりでやるとね、また当然、税金で賄

ってもらえるわけですから、ああしようこうしよ

うとなると話合いをするとまた予算がつくんです

よ。 

  だけれども、税金を使ってやっている以上、市

の公共性ということをもっと大事にしてもらいた

いんですけれども、その検討委員会自体がもうこ

れやったらお金をこういうふうにしようと夢を語

るような委員会ですよね。税金はもらえると分か

っているから、じゃ、こういうふうにしたらもっ

と立派なものができるというふうになっても、市



－218－ 

全体として過去に投資をしていたけれども、改修

できないというのであっても、常に新しいものに

投資をていくと、市全体としては誰がそのリター

ンを受けるのか、企業ってみんな自分で投資して

お金借りたりして設備投資しながら運営していく

じゃないですか。その辺の。 

○星委員長 鈴木委員、意見ではなくて質疑でお願

いします。 

○鈴木委員 まあそうなんですけれども、そこのと

ころを市がどういうふうに考えて、この検討委員

を立ち上げた、またこのメンバーってどういう人

たちなんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 まず、検討会についてはもち

ろん獣害対策のために柵を造るというだけじゃな

くて、そういう費用を使うと、例えば入牧になる、

牛が入ってくる。もちろん収入支出その辺のバラ

ンスも、もちろん将来的なのも含めて検討する会

としたいと思っていまして、メンバーとしまして

はまず行政機関ということで県のほうですね、畜

産関係の機関と、あとは宇都宮大学等の鳥獣関係

の専門の先生とかというところとか、国等の機関

も入れながら検討を。 

○鈴木委員 そういうメンバーですね。分かりまし

た。了解です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 じゃ、ちょっと幾つか質問させていた

だきます。 

  まずは、94ページ、放射性物質対策で吸収抑制

対策ということで、計上されているけれども、具

体的に何の作物を目標にやるのかをお伺いしたい

と思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 県のほうから条例化している

ものでございまして、作物については畑に大豆と

ソバが対象になっております。 

○小島委員 分かりました。 

  じゃ、次102ページ３段目で、農作物の被害対

策事業費ということで、野菜畑土壌消毒事業とい

うのがありますけれども、具体的に何を対象にど

んな薬剤をやっているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 野菜畑は土壌消毒については、

まず対象が塩原地区のそ菜生産出荷組合、大根と

カブですね、あとは高原野菜出荷組合のホウレン

ソウ、こちらの高原野菜になります。 

○小島委員 分かりました。 

  次いきます。103ページです。一番下段ですね。

経営継承発展等支援事業ということで、新しく研

修を支援するんだと思いますけれども、具体的に、

これまではこの事業どちらかというと農業者の視

点についてはあんまり対象にしなくて、新規参入

者を中心にやっていたんですけれども、今回はこ

の事業をどのような形で、どういう対象者を対象

にしているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 研修ではなくて、これから後

継者が経営を継承してそれを発展させていく、例

えば販路を開拓したり、新しい商品を開発したり、

そういう取り組んでいく計画に対して補助を出す

という事業です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 具体的にそうすると、もう既に新規就

農している方の補助事業という考え方ですか。 

○星委員長 小島委員、既に。 

○小島委員 要は農業やっている方の支援という事

業なのか、それともこれから研修して新しく入る

ための事業どっちになるんですか。 
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○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 こちらに関しては、経営を

継承する、経営を継承して発展させる取組につい

て支援するものなので、新規就農者の研修という

よりは親元就農であったり、そういった方に対す

る補助事業だと思っています。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 親元就農、じゃ、例えば今まで経営継

承事業なんかもありましたよね。経営継承事業と

いうことで新たな人のところに入るというような

場合もありましたけれども、それも含めて親元も

含めて支援するという形ですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 詳しい内容に関しては、今

後、国のほうで説明会が実施されて決まるんです

けれども。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○広瀬担い手支援係長 第三者の研修に関しても対

象になるということで、資料は今のところ頂いて

います。 

○小島委員 そうですか。分かりました。 

  それじゃ、もう一つ、今、 後の鈴木議員も質

問した八郎ヶ原なんですけれども、これまでやっ

ぱり八郎ヶ原については、東日本大震災の放射性

物質対策とか、そのあと獣害とか、非常に、あそ

こを使っていないために、逆に鹿の害がひどかっ

たのかとも思っていますけれども、そういう中で

今回、有害獣生息調査をやるわけですけれども、

あそこに牛がいるといないで全然、被害の状況が

変わるはずなんですよ。そこら辺で、どっちの状

況で生息調査を、被害状況を調査するのか、ちょ

っとお伺いしたいんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 牛がいるかどうか。 

○小島委員 牛を入れて調査するのか、牛を入れな

いまま、そのまま調査するのか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 やはり今、牛入れていないの

で、牛入れてない状況で鹿の生態、動きを調査し

まして、その動きをストップためにどうすればい

いか、例えば柵を造るとかを調査します。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 非常に心配なのは、牛がいないと非常

に鳥獣害対策やったときに、放牧で牛を入れると

牛がいることによって獣害が減るんですよ。だか

らそういう状況であること、そういう経験則があ

って、それを考えながらこの調査をしたほうがい

いということ。これは意見になっちゃうからね。 

○星委員長 意見。意見ではなく質疑。 

〔「そんなん議員間討議でやりま

しょうよ」と言う人あり〕 

○小島委員 そうですね。 

○星委員長 議員間討議で。 

○小島委員 はい。これは、じゃ、以上にします。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 103ページの就農促進事業費1001事業

の新規と書いてある就農支援推進コンテンツ運用

管理ということで、先ほど民間に委託をするとい

うようなことだったんですが、委託を受託してく

れるような民間というのは、どういうところを想

定しているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらのホームページなんで

すけれども、令和２年の補正調査予算で、国のほ

うの新規就農サポート支援事業というのを500万

円をこれでいただいて、その中で委託のほうでマ

イナビの、マイナビという専門的な会社のそのう

ちの農業分野、こちらのホームページのほうに那

須塩原のほうのページを作っていただいて、こち
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らは令和２年度、既に 近アップしたんですけれ

ども、それを来年度また内容を更新していくため

の委託料になります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そのホームページによって就農をした

いという人を集めるということなんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 もちろんその中には農業者、

ベテラン農業者とか新規農業者とかのページも入

っていまして、いろいろ意見とか農業するとこう

なるよとか、紹介をしながら新規就農者を集めて

いきたいと思っています。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうするとその就農者を集めるその範

囲というのは、ホームページですから全国から、

そういうもくろみだということでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 そうですね。一応幅広い、

方々から集めようと思っています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、今の相馬委員と同じ103ページ

のふるさと回帰米の件なんですが、今回380万か

らの予算づけになっています。この予算をつける

際に、この事業の評価と検証とやった上でつけた

んでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 想い出のふるさとごはんです

かね、こちらは平成30年から開始していまして、

既に３年経過しているところでございます。 

  もう１個、既に終わっているんですけれども、

はじめてのふるさとごはんというのが前にござい

まして、こちらも平成28年から始めて４年ほど実

施したんです。やはり、そうした結果、地元の御

飯を多少知ってもらったかもしれないけれども、

それが実際消費拡大につながったのかというのは、

そこまではちょっと言えないだろうというところ

で４年ではじめてのごはん終わったんですけれど

も、こちらを想い出のごはんは令和３年度が４年

目というところですね、ちょうど今、新型コロナ

いう部分で東京方面に出ている学生等が、地元に

帰ってこられない人も多いだろうというところで、

令和３年についてはこれまでどおり実施をして、

その検証というかアンケート等も取りますので、

令和４年度はまだどうしようかというところで今

考えているところでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 評価としての、当然検証して今回この

予算づけというのはされているんだと思うんです

ね。そこの効果というのは、どういう効果がある

ということで判断して予算化したんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 もともとこの事業で目的につ

いては、米の消費拡大もございますけれども、こ

こは二十歳、学生等、将来また地元に帰ってきて

ほしいというＵターンですかね、思いもあって事

業開始したものなんですけれども、アンケートそ

の回収率はそんないいわけじゃないんですけれど

も、回収された中ではやはり地元のことを思いな

がら食べているというそういう意見もあったので、

それを今回は参考にして予算を計上したというと

ころでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは星委員長も以前に質問していた

と思うんですが、せっかくこの地から、首都圏が

中心なんでしょ、そちらに出ていった若者が、連

絡先とかそういうことがこの事業によって分かっ

て、なおかつ市の様々な事業をそこで配信してい

くというようなことも、これを使って利用できる

んじゃないかというような以前、質問があったと

思うんですが、そういったところの検証というの
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はこの中ではこの事業自体ではされていないとい

うことですかね。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 やはりこのために知り得た情

報等は、今のところはほかのものに使っていない

というところです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。 

  では、その下の就農促進事業の相馬委員のほう

で質疑があったその下の、新規の農業次世代人材

投資資金事業ということで、準備型で450万つい

ています。これ 大で150万ということだと、単

純に３営農というふうになるわけですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 一応、３形態を想定してお

ります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 新規ということで以前も似た事業って

あったと思うんですけれども、名称変更の理由っ

てのは何なんですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 名称というのは昔の名称と

いうのは青年投資給付金ということですかね。 

○吉成委員 あれも準備資金と、それから経営投資

があったと思うんですけれども。 

○広瀬担い手支援係長 そちらに関しましては、農

業の次世代を担うための人材の投資資金というこ

とで、国のほうで平成29年に名称のほうは変更し

たんですけれども、詳しい経緯は大変申し訳ない

んですが、ちょっと今の時点では分からないので、

もしあれでしたら後で調べてお伝えしたいと思い

ます。 

○吉成委員 いいです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、準備型のほうじゃなくて経営開

始型が1,875万円ほどついているわけですね。こ

れ 大５年間の事業だったと思うんですが、そう

するとこれは何形態になるんですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 継続の方、今の継続で受け

ている方が８名、夫婦型の方が１組いらっしゃい

ますので、合わせて９形態。あと新規の方で一応

３名想定しております。合わせて12形態。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 主に経営主体は何になります。野菜を

作るとか、参考までに。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 主に野菜で、お一人が、去

年酪農の方がお一人、和牛繁殖の方がお一人、お

米の方がお一人、ほかの方は皆さんお野菜ですね。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ほとんど新規就農でしょうか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 ほとんどの方が新規就農、

中には親元継承の方もいらっしゃるんですけれど

も、親元継承の方でもリスクがないとこの事業受

けられませんので、例えば親御さんがお米を作っ

ていて、新しくアスパラを始めるとか、そういっ

たリスクのある取組に対しての補助金になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。国のですからね。 

  もう１点は、104ページの堆肥センターの管理

運営費に関してなんですが、今日センター長いな

いですが、委託料ということで105ページになり

ますね、委託料の3,200万円からの、ほぼ毎年こ

れに近いようなものが使われているわけですね。

これはもう必ず毎年ここに委託料として載ってい

るものというのは保守点検で出てたりしますけれ

ども、必ず必要なものなわけですか。 

○星委員長 課長。 
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○渡辺農務畜産課長 そうですね。こういう委託料

の中に載っている各項目のものは、全て例年執行

しているものですね。 

  逆に執行していないものが出た場合、執行した

ものは修繕料とかですね。こちらは経営に応じて

執行するということで。委託料のものは執行して

います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これに関しても、堆肥センターを運営

するために必要だというとそれまでになるんでし

ょうけれども、極力抑えた形で経費をというよう

な協議というのはされないんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 現在の施設を運営していくに

当たっては、 低限の経費となると思っておりま

して、ただやはりこれだと今後この歳出に対して

収入のほうが少ないので、赤字が増してしまうば

かりだというところで、今この堆肥センターの在

り方を今、検討していまして、本当に市のほうで

運営続けるならほかの方法があるのかとか、あと

は将来的に民間を活用して違う形でというか、う

まく今の利用方法を使いながら進められないかと

か、それを今、検討しています。 

○吉成委員 以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 堆肥センターの今、課長がおっしゃっ

ていた検討するところの予算を取って、ちゃんと

先ほどの八郎ヶ原には運営するために新しい砂利

を入れたりとか、そういう経営改善のようなもの

を考えていましたけれども、それは八郎ヶ原で継

続するという考え方でやっているということ。 

  ここも経費削減ということを考えると、根本的

にどうするかというのを、なかなか年数たっても

なかなかいい案出ないじゃないですか。だから、

外部入れたり専門家を入れたりして。 

○星委員長 鈴木委員、意見ですか。意見の場合は。 

○鈴木委員 分かった。 

  そういう予算を考えたりはしなかったんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 堆肥センターについては、今

のところは内部、庁内プラスですね、あとは県の

機関とか、そちらと相談しながらというところで、

検討会までの組織というのはちょっと考えてなか

ったので、今後どんな形に進めていいのか含めて。 

○鈴木委員 今回、予算しなかったということです

けれども、そういうこともあってもいいんじゃな

いかなと思います。 

○星委員長 そのほか、ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  小島委員。 

○小島委員 今、八郎ヶ原の話ありましたけれども、

これ 初に言った、 

〔「我々に、我々に向けて」と言

う人あり〕 

○小島委員 やはり、この八郎ヶ原の経営をどうい

うふうにするのかというのが一番重要だと思って

います。 

  実際にやはりこの経営の中で今、実態、要は今

まで本気で酪農ここでやっていたわけですよね。

それが実際に本当に今必要なのかどうかというと

ころが、若干疑問が残ってきているんですよね。

そういう中で、効率的に八郎ヶ原を経営するとい

う中で、まずは獣害対策が１つありますから、た

だそういう中で牛を入れて、そしてしっかりとし

た調査をしたほうがいいというところを、まずは
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第１点、私から提案しておきたいと思います。 

  もう一つは、八郎ヶ原を牛だけでいいのかとか

という話も若干あるのかなと。いろいろ全ての観

光まで含めた経営を考えた中で、八郎ヶ原という

のを位置づけて考えていくことも重要なのかなと

思っていますので、そこら辺は今後、調査研究が

必要なのかなと思っていますので、皆さん方も御

意見いただければと思います。 

  以上です。 

○星委員長 今の小島委員の意見について、ほかの

委員の意見を伺います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 もっともな、今の意見は、この予算に

関しては今すぐどうのこうのということはないと

思うんですけれども、今後を考えるときにこうい

う予算の取り方をするときには、 後に言った観

光も含めた、このせっかくの場所、施設があるこ

とをどうするかとか、それから１つ手前に戻って

調査の仕方も、スタートの考え方がいいのか、ち

ゃんと現状、牛を入れてたときの鹿の状況を調べ

ることはもっと大事なんじゃないかという考え方

も、しっかり本当は検討して予算を立ててほしい

ような気がします。 

  やっぱり予算がないないと言っているわけです

から、市全体の分母で経常経費が分子にくるわけ

ですから、そういった観点で、この予算というわ

けではないんだけれども、私の考えはね、考えは

小島議員と同じで、きちんと予算計上するときに

は、大きなところから見て予算計上してほしいな

というのは感じます。 

  以上です。 

○星委員長 ほかに意見ございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 本来だったら今回がいいチャンスだっ

たと思うんですね。こういう状況において、これ

までは50頭、多いときには100頭弱ぐらい確かい

たと思うんですけれども、放牧がなされていた。 

  本来ここで放牧した牛というのは、本当にお乳

が出るとか、そういった売りがあって、やっぱり

八郎ヶ原で放牧すると違うよねというようなもの

を組み立てておいて、で、ここの経営をしてであ

ればよかったと思うんですけれども、してなかっ

た。そしてこういう状況になってゼロになった。 

  じゃ、どうするのといったときに、今、観光と

いう話ありましたけれども、私は逆に閉鎖でいい

ような気がするんですけれども、本来それでいい

と思うんです。 

  ただ、まだまだ需要があるということであれば、

そこはまた考えなくちゃ。行政としてもあまりぽ

っとほっぽり投げるわけにもいかないという部分

では分からないことはないんですけれども、そう

いった選択肢も今後は考えるべきじゃないかなと

いうような、そういう気がしますね。 

  以上です。 

○星委員長 そのほか、御意見等ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 よろしいですか。 

  疑義、執行部にそれぞれ意見として、今のよう

な意見があったことを踏まえていただければと思

います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 堆肥センターの件ですね。いいですよ

ね。堆肥センターの件も検討してくれということ

なので、今回検討しますよと言っているけれども、

予算をつけないで検討していただいているんだと

思うんですけれども、経常的な形の予算の取り方

をして、前年は補修費代が結構入っていたと思う

んですよね。今回は委託料とかで 低限のものに

して、なるべく経費を落としているのかなという

気もするんですけれども、根本的なところも検討
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しますというところの予算を取るなりして、本当

に経常経費を減らすような策を練るんであれば、

本当はそういうものが入って、費用も逆に出てほ

しかったなというのが私の、ここで言うんだった

らそれだけ言っていいのかなと思うんですけれど

も、意見としておいて、せっかく出た予算なんで、

それは今年はやらなきゃいけないんで、この予算

については、まあ、例年どおりということで。 

○星委員長 議員間討議なんで、こちらのほうに意

見を求めて……。 

○鈴木委員 まあそんなふうに感じています。 

  以上です。 

○星委員長 ほかの委員の意見ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今回の予算につきましては、まず、先

ほど出ている必要性については、恐らく必要性が

あるということで、この放牧場は管理を継続して

いくということなんだろうと、まず思います。 

  それから、今回の経費については、その獣害に

対する、鹿に対する調査をするということですの

で、どこからどう入って、どのぐらい草というか

餌を食べられてしまうのか。それから、じゃ、こ

こに柵というふうに書いて、柵の造るというふう

な……。 

○星委員長 八郎ヶ原放牧場の話ですね。 

○相馬委員 そうです。 

○星委員長 堆肥センターじゃなくてね。 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 すみません。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 すみません、頭の中はちょっと、今堆

肥センターの話に移ってしまったので、すみませ

ん、でも今は協議の場なんで、すみません、八郎

ヶ原のほうでの、戻ります。相馬委員の意見を伺

います。 

○相馬委員 差し戻してすみません。 

○星委員長 お願いします。 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 失礼しました。 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 そういう予算を計上しているというこ

とでいるので、その柵を造るに当たって、どのぐ

らいの柵だったら飛び越えられてしまうのかとか、

そういった調査をまず行ってと。 

  現時点で必要性があると言っている、その必要

性については、ほかの委員から出ているように、

きちんとした証明といいますか、説明ができるよ

うに、必要性については、今後していただいた上

で、この管理運営については、再度検討していた

だきたいなというふうに思うところです。 

  堆肥センターについてはいいです。 

○星委員長 何か御意見。 

○相馬委員 すみませんでした。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、堆肥センターね。 

○星委員長 堆肥センターのほうでお願いします。 

○吉成委員 例えば、高根沢の土づくりセンターと

かって、ここより早くやったわけです。 

  それから、黒磯市議会時代ですけれども、また

やはり、ちょっと視察に山形、長井市あたりにも

行ったんですけれども、やはり土づくりというこ

とでやっているようなところがあって、当時にし

てみたらちょっと画期的な施設だったのかなとい

う気がするんです。 

  ここの、やはり堆肥センターの問題は、どうし

てもあそこの中心の酪農家たちの堆肥というか持

ち込みで、市全体だと運搬費用も大変だったりと

いうことがあるんで、そういうところも大きな課

題ではあったとは、当初からあったとは思うんで

すけれども、その辺の広がりがないというのが、
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やはりひとつ問題だったのかなという気がするん

です。 

  それと、以前のような、かなりいい堆肥が作ら

れていたのから見ると、もみ殻に変えて、水分調

整材、今もみ殻でしたよね、になって少しやはり、

堆肥自体の質も落ちてきているんで、その辺の売

りもいまいちだなという気がするんです。 

  さすが、この堆肥センターで作った堆肥は違う

ねと言われるようであれば、まだこれ、市民の目

も違ってくるし、であれば、もうちょっと金かけ

たっていいんじゃないのというふうになるんだと

思うんですけれども、そこにはまだ、逆に言うと

質は落ちてきている。 

  一時、我々にも説明があったと思うんですけれ

ども、あそこをある研究機関というか会社が入る

とか何かそんな話があって、また今の管理じゃな

いような管理ができるのかなと、多少期待はした

んですけれども、それもちょっと今だと厳しいと

いうことですんで、ここの運営というものも、ち

ょっと根本的に考える必要があるんじゃないかな

という気がしますよね。 

○星委員長 そのほか、意見は。 

  小島委員。 

○小島委員 堆肥センター、県内の堆肥センターい

ろいろ見てきているんですけれども、どこも非常

に苦労している。 

  高根沢の堆肥センターだか、上にのってあった

施設が、ガスで腐っちゃって、それで今、やはり

休止中なんです。 

  そういう面では、那須塩原市の堆肥センターは、

動いているということだけでも。 

〔発言する人あり〕 

○小島委員 実を言うと、堆肥センターの中では優

秀なほうなんです。非常に難しい。 

  そのぐらい、堆肥センターって、でかいセンタ

ーは運営が難しいのが現実なんです。 

  そういう中で、プラマイゼロにするよというと

ころを、私は目標にすべきだと思っているんです。 

  ですから、あそこで今4,000万ぐらいですかね、

ぐらいかけているんですけれども、どうやって歳

入を増やして、1,000万とか2,000万、歳入増やし

て、2,000万ぐらいの赤字にすれば、私は合格点

なんですよ。 

  そのぐらい、要は堆肥って、処理するのが難し

いということ。 

  そういう中では、歳入を増やすために、今は２

つの手法があって、要は宮古島市では、水処理セ

ンターみたいなところで出る汚泥を発酵させて、

肥料にして売っているんですよ。 

  汚泥を発酵させることによって、汚泥処理料が、

すごく金かかっているんですよ、実際今。2,000

万ぐらいかかっているんだよね。そういう、全部

で四、五千万かかっていると思いますけれども、

それを入れてきて、あそこで発酵させると、汚泥

の経費が内部でもらえますから、それですごく安

くなるというようなことと……。 

○星委員長 小島委員、意見としては、そういった

こともあるということで。 

○小島委員 もう一つは、今、堆肥に、今度肥料法

が変わって、堆肥より化成肥料、化学肥料を加え

て、効果のある肥料にしているんです、今どこで

も。 

  だから、それをどうやって組めるかというのを

考えるべきなんだと。 

  そうすると、それで例えば、今400万ぐらいの

肥料が1,000万で売れれば、そうすると赤字が

1,000万ぐらいになるはずなんだ。 

  ですから、どうやって、要は歳入を増やすかと

いうのを、もうちょっと検討すれば、あの堆肥セ

ンターはまだまだ、赤字で議員から文句言われな
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くて済むようになるんじゃないかなと、私は思っ

ていますんで、そこでちょっと調査研究したほう

がいいだろうというのが、私の意見です。 

○星委員長 ここで議事進行を副委員長と交代いた

します。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 すみません、その管理委託という部分

で、以前に、ごめんなさい、執行部側に言っちゃ

った、以前に聞いたところでは、要は委託先の長

といいますか、中心になってやっている方が、意

外と目分量でやって堆肥を作っているから、その

日によって出来が違うということもお聞きしたこ

とがあって、いろいろ水分量だったりとか、あと

は混ぜるもみ殻だったり、その当時はおがくずの

ときにはすごくいいものができたと、物すごく評

判がよくて、他県からも買いに来るような、そん

ないい堆肥ができていたわけで、そういった、何

というんでしょう、先ほどの小島委員の、肥料の

作り方もそうなんですが、目分量とか何とかとい

う曖昧なものではなく、きちんとした堆肥を作る

ためのノウハウを、やはりノウハウだったりとか

管理ができるところにしっかりと委託をしていく

というか、やり方をつくっていくようなことを考

えていかないと、ここの経営そのものが、やはり

成り立っていかないのではないかと私は考えてい

るところです。 

  以上です。 

○山形副委員長 それでは、議事進行を委員長と交

代します。 

○星委員長 そのほかにありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、ほかに討議すべき

ないようでしたら、ここで議員間討議と併せて質

疑も終結したいと思いますが、ほかに質疑はござ

いませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで農務畜産課所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１６分 

 

再開 午前１１時３６分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 
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○星委員長 ただいまから農林整備課の審査に入り

ます。農林整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第39号 那須塩原市森林整備計画

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井農林整備課長 （議案第第39号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 この森林整備計画、どちらかというと

公共的な森林管理というのをメインに置いていま

すけれども、昔は一応、材木生産というのを置い

てきたわけですけれども、材木生産みたいなもの

で、那須塩原市で生産量とかというのは、この計

画にはどういうふうに考えているんですか。 

  ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 材木生産量につきましては、

今回主に森林整備計画というか、そちら以外に、

今度は管理制度というふうなのを加えて、いかに

森林を守るかというふうなのがメインになってき

ているというのもありますので、生産量について

は記載しておりません。 

  申し訳ございません。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 そうすると、材木、結局現状の材木、

例えば杉は材木だと思いますけれども、どのぐら

い生産しているとかというのは、一応市では把握

しているけれども、ここには載せないという考え

方でいいんですか。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 おおよそというか把握はして

おります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 どのぐらい、今現状、材木生産という

のは、市で行われているか分かるんでしたら、ち

ょっとお教えください。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 申し訳ありませんが、手元に

ないので。 

○小島委員 今回はいいです。 

○室井農林整備課長 申し訳ありません。 

○星委員長 そのほか、ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、まず２ページの考え方の

載っているところと、推進、方策というところで、

健全で多様な森林資源というふうに、下から４行

目に書いて、資源の維持造成を推進するというふ

うになっていますが、その「健全で」と「多様な」

というのは、上で言うこの森林の機能と、それか

ら望ましい資源の姿、これを指すのか、どれを健

全で多様な森林資源なのかということを伺いたい

と思いますが。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 健全でというのは、全体で適正な

育成という意味で捉えておりますので、この上の

部分の望ましい森林の部分では、全ての部分にお

いて該当してくる部分なのかなというふうに捉え

ております。 

  多様な森林資源は、こちらも同じような形で、

森林において多種多様な水源涵養、それからその

下の保健、レクリエーションとか、そのような部

分で、いろんなことで利用されるという意味で捉
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えているという形にしております。 

  以上です。 

○星委員長 そのほか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 いいですか。 

  17ページの業務、森林経営管理制度の活用に関

する事項ということで、実際に地主の方、持ち主

の方がなかなか管理できないといった場合には、

市のほうでやるというようなことなんですけれど

も、これは実際に、これまではどうだったんです

か。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 今までは、市のほうに、市で自ら

民有林、個人の方が持っているところをやってい

ることはございませんでした。 

  こちらは、昨年度から法律のほうでできた新し

い制度という形になっています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、既にもう手つかずの状態

の民有林というのはたくさんあるような気がする

んです。 

  それらは、ほぼ把握はされているんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 そちらの今年度の業務委託の中で、

こちらの森林経営管理制度の対象となり得る森林

の抽出を今行っているところで、約2,000haぐら

いが、概算なんですけれども、あるのかなという

ふうに捉えているところです。 

○吉成委員 2,000ha。 

○伊藤林務係長 はい。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今係長から説明のあった、この森林経

営管理制度というのを、もうちょっと説明してい

ただけると思うんですが。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 すみません、こちらの森林環境譲

与税というのができたことによって、そちらの譲

与税を活用して、個人が持っている手つかずの山

の部分、山林を、市、自治体のほうがそちらのお

金を利用しながら、適正な管理、間伐とかそうい

うのができるような形になった制度という形にな

っております。 

  適正な管理がされていない森林の位置づけなん

ですけれども、森林組合とか個人の方が一回も手

入れをしていない山という形で捉えているところ

です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これ、実際には、もう森林組合のほう

に、そういった手つかずのところというのは、も

う委託するというか、作業は任せるということで

すか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 実際、その作業する業者さんは、

県のほうが指定している業者さんのほうに委託を、

今のところ考えておりまして、那須塩原市内では

５社か６社、こちらのほうの制度に登録している

業者さんが、森林組合以外にもいるという形です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。 

  じゃ、22ページの第８、その他の森林整備の方

法に関し必要な事項というところの１、未来志向

の技術を活用した林業に関する事項ということで、

いろんなところで、このスマートとかそういった

ことが出てくるんですけれども、これは昨年の知

事選挙でも、現知事がスマート林業というキーワ

ードは、街頭なんかでも触れていたんですけれど

も、単純にはＩＣＴを使ったとかというのは分か

るんですけれども、現実的に林業となった場合に

は、どういうふうなものがスマート林業というふ

うになるんですか。 
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○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 スマート林業ということです

ので、一番 初、伐採とかするときに、中に、山

林に入っていくときに、林道を造らなければなら

ない、作業道。 

  そういうふうなのにつきましても、ある程度の

ドローン飛ばして上からやると、どの辺が適正な

場所かわかるとか、そういうふうなのも含めてま

ず１点目があるのと、続きまして、今度、その伐

採するときにも、一々人間が測って長さを決める

んじゃなくて、機械の先端の部分にセンサーとか

がついていて、必要な長さと太さという、そうい

うふうな測れるという感じです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にそうなると、もう既にこれは、

使われている技術ということでいいわけですか。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 使われ始めている技術という

ことで、県のほうとしましても、協議会をつくっ

て昨年から始まって今年の３月にも部会がある予

定だったのですが、ちょっと今のところ来ていな

いんですけれども、運用団体とか市町村とかそう

いう博識経験者を含めてやっていくという形にな

っております。 

○吉成委員 了解です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 概要を理解、大体分かったかなと思い

ますけれども、これについて、財源の部分の確保

とか財源の規模についてはちょっと計画書なんて

ないんですけれども、これをやるに当たってはそ

のあたりはどのように今試算というか、考えられ

ているか、お伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 こちらの中の財源につきまし

て、先ほど17ページの森林経営管理制度、こちら

につきましては贈与税があるという形が来ますの

で、こちらについての財源的なものはありますけ

れども、これ以外につきましては、今のところ計

画という形で財政予算的なものは内部計画。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そういうことですね。 

  これをやっていくのに理想があるんですけれど

も、10年の中で、毎年支出はどれぐらいかかるあ

たりは念頭にあるのかがあったらお尋ねします。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 支出のほうなんですけれども、先

ほど課長のほうから説明がありました森林管理制

度、この分につきましては、約年間2,000万ずつ

ぐらい贈与税が入ってくる形になりますので、こ

ちらを利用しながら民有林の管理に充てていきた

いというふうに思っております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まず、この計画に当たっての期間の業

務に関する事項というふうに書いてございまして、

整備計画ということで、前半５年の計画というこ

とで市がやるところ、県がやるところで3,000ｍ

とか4,970ｍというふうに出ていて、設置者は森

林組合というふうになっているところもあるんで

すが、この林道整備に関しては、森林組合等も十

分打合せが進んだ計画だというふうな理解でいい

んでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 今の林道の整備についてという形

のお話だと思います。こちらは、まず市道の計画

の前に、上段として県のほうの計画もございまし

て、県の計画を策定する段階で各市町村とか森林

組合にお話が来ておりまして、こちらの箇所を載

せているという形になりますので、森林組合も知

っている箇所というふうに捉えております。 

○星委員長 相馬委員。 



－230－ 

○相馬委員 この整備計画でいくと、これだけの延

長距離というふうに、前半５年間で8,600ｍと、

それから3,150ｍ、4,700ｍということで、もうあ

る程度、この５年間の計画としてはこれがめどが

立って計画に入れているという、そういう理解で

いいんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 先ほどの鈴木委員の部分にも重ね

て、財政的な裏負担とかというめどが立っており

ません。今後、こちらは計画して整備をしていく

に当たって確保していくとかという形を捉えてい

る路線という位置づけになっております。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第39号 那須塩原市森林整備計画について

は、原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第39号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、昼食のため休憩といたします。会議の

再開は午後１時からにいたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 零時５５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  ここで建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井農林整備課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 地籍調査事業、208ページですか、昨

年の仕事ができなくて今年やるというと、どこの

地域で今年やるのか、ちょっと確認したいんです

けれども。 

○星委員長 係長。 

○須藤地籍調査係長 場所としましては、大原間地
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区、大原間１地区というところで、渡部医院周辺、

ダイユー東那須野店から南、その周辺を実施する

予定です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 額的にはどのぐらいの額でやる予定で

すか。 

○星委員長 係長。 

○須藤地籍調査係長 大原間１地区については、委

託料繰越し分なんですが、764万5,000円と、あと

今年度の継続地区の島方４地区と下永田の５地区

については、それぞれ124万3,000円と154万円と、

そういう形になっております。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 107ページの農村基盤整備事縦道宇業、

2001事業を農道整備について具体的に説明お願い

します。工事請負費と、それから土地購入費。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 場所が、先ほど課長から

説明があった西小の縦道ってあるんですけれども、

縦道の１本東京側の通称百間通りという縦道と並

行で走っているところで、そこも業務委託としま

して実施設計委託が233万円、物件調査が物件が

あまりないんで３万円、用地測量委託費が688万

になっております。そのほかに工事請負費として

1,900万を見込んでおります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは拡幅ですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 現在、砂利道で幅４ｍも

ないぐらいなんで、実際に用地を買収して、路肩

と肩で５ｍの分を舗装を計画しています。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そこに伴って、物件移転費というのは

120万というふうに出ているんですが、移転する

ものは何なんですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 電柱です。電柱２本ほど。

東京電力の電柱です。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 その上のページの、新規で林道ラ

インの補修修繕、国体の一部がかかるということ

で、どれぐらいの補修の長さを工事としてやるん

ですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 現在、350ｍ予定してい

ますが、実際に現地測量してみないともっと増え

るか減るか分かりません。一応、予定は立ててお

ります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 この予算づけというのは、市のほ

うで負担するわけですけれども、ほかからそれを

やらないとコースとして認めないというふうなこ

とも関係してくるんですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 特にございませんが、選

手の安全を考えると修繕していくかと思います。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 りんどうラインって大体分かるん

ですけれども、どの辺か場所だけ、すみません。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 りんどうラインは、真っ

すぐな那須塩原市でいうと、石田坂という集落が

ある、サーキットがあって、その先に下ると信号

機があるんですけれども、その信号を横断してい

るのがりんどうライン。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 
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○相馬委員 110ページの、109ページから始まる有

害鳥獣対策ということで、先ほど委託料のところ

では有害鳥獣の確保、処分ということで、カモ、

カラスというふうに伺ったんですが、それはどの

地域で大体どのぐらいの数を捕獲する予算なんで

しょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、カモ、カラスという鳥類

を捕獲するということが広義的にカモ、カラスと

いう形で、こちらでお話しさせていただきました

けれども、こちらはいつもゴールデンウイーク明

けの５月頃に市内一斉駆除という形でやらせてい

ただいて、そちらの日当という形で猟友会にお支

払いする金額という形にしております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、昨年の実績でどのぐらい

の数を捕獲しているんでしょう。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 鳥類の捕獲といたしまして、令和

元年度は565羽捕獲していると。令和２年度は春

先にやったものですから、令和２年度については

481羽という形で捕獲しております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 もう一度確認なんですが、カラスを駆

除しているんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 カラスのみではなく、カラス、そ

れからハト、カモ、それからサギ関係を捕獲して

おります。 

  以上です。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  農林整備課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時２８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎商工観光課の審査 

○星委員長 ただいまから商工観光課の審査に入り

ます。 

  商工観光課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２９号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第29号 那須塩原市まちなか交流

センター条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第29号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第29号 那須塩原市まちなか交流センター

条例の一部改正については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第29号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続いて、議案第30号 那須塩原市板室

健康のゆグリーングリーン条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第30号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この条例改正によって

グリーングリーンの使用の仕方はこれまでと変わ

ってくると、そういうことはないということでよ

ろしいんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員おっしゃるとおり、これ

までのやり方とか額とか一切変わりはなく、例規

上の整備をさせていただいたというところでござ

います。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り
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ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第30号 那須塩原市板室健康のゆグリーン

グリーン条例の一部改正については、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第30号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第40号 那須塩原市

観光マスタープランについてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第40号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 今回、マスタープランということで観

光のこのプランをつくったということなんですけ

れども、本市には姉妹都市があるんですよね。ひ

たちなか市、新座市、滑川市、そしてリンツ市、

そこに対するアプローチが全然ないというのはす

ごく不自然に感じるんです。せっかく姉妹都市が

あってお互いに交流しているのに、向こうからの

アプローチもあってしかりでしょうけれども、こ

ちらからもそういうところをターゲットにしたプ

ランに含まれてもいいと思うんですけれども、そ

の辺を考慮しなかったのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員おっしゃるとおり、それ

ぞれ姉妹都市の中で、国際交流担当であったり、

当然観光の分野で那須塩原市のクカイという形で

あろうかと思っています。 

  巻狩祭り等については、ひたちなかと一緒に連

携を図ってとかというところで考えているところ

なんですが、今回の観光マスタープランについて

は、姉妹都市との連携というのは、実は一つも触

れていないとことなんですけれども、市外、県外

という対外的な扱いの中で、当然連携して観光行

政を取り込むべきだとは思っておりますんで、改

めてちょっと今回は、ターゲット等については記

載はないところなんですけれども、姉妹都市も考

慮しながら観光施策は進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これは令和３年度から令和９年度まで、

2027年まで続くというところなんですね。その間

で、今、課長が連携しています、していこうと思
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っていますというふうに考えを言っても、課長が

いつまで同じ観光課長でいるかというのもまた変

わってくるでしょうし、引き継ぎたい部分があっ

て、そのための計画じゃないのかなと。だからこ

そ、姉妹都市のことというのは計画にのせていく

ということが私は重要だと思うんですけれども。

結局、那須塩原市としてどういう観光プランをつ

くっていくのかという計画なんで。 

  例えば、じゃ、それをつくるときにそういう意

見というのは出たのかどうかをちょっとお伺いし

たいと思います。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 ６回、策定委員会という形で

委員の御意見を賜ったところになるんですが、改

めて姉妹都市の連携、交流とかという、ちょっと

御意見はなかったというか、結果ではございまし

た。 

○森本委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 66ページにレスポンシブル・ツーリズ

ムということで計画を上げております。 

  レスポンシブル・ツーリズムについてどうのこ

うのというわけじゃないですけれども、レスポン

シブル・ツーリズムというのは、オーバーツーリ

ズムのときに考えられた考え方なんですよ。要は、

観光業者がたくさんいる中で、地域の中でいろい

ろ問題が出たんでレスポンシブル・ツーリズムが

できたと、これは本にも書いてあるんですけれど

も、そういう面でいくと、取組というのは今もう

コロナ禍で観光客もほとんどいないという状況の

中で、やっぱり少し時間を置いて、観光客がもう

少し増えてきてから取り組んだほうが私はいいん

ではないかなと思っているわけですけれども、そ

れに対してどういうふうな考え方で、今レスポン

シブル・ツーリズムを進めようとしているのか、

お伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 昨年からなんですけれども、

コロナ禍における観光という形で、３者の合意形

成、その中で事業所、観光者、そして市民の方た

ちの合意形成が必要ですよと。その中でキーワー

ドを掲げたところでございまして、当然、信頼の

部分、安心安全、あとウェルネスなツーリズム、

そして責任という分野で進めております。 

  この責任がまさしく、今、計画にも記載してお

りますレスポンシブル・ツーリズムの一つという

ことでございまして、感染対策で申し上げれば、

当然旅館の方々の感染対策を徹底するのは、来る

旅行客の方も徹底して来ていただく、それに対す

る費用の負担を強いるという、その責任の一端の

中で動いている部分があるんで、今当然、観光客

という方々がこういったことでちょっと下がって

いる形にはなるんですが、これからの観光行政を

考える上で、少しでも早くこの考え方に取り組ん

でいければというような形で考えておりますし、

計画のほうにも記載させていただいたというとこ

ろでございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 それは、じゃ、分かりました。 

  その下に訪日外国人旅行者ということでこうい

う計画を立てていますけれども、実態の中で、台

湾の観光客が非常に多い。その歴史的な背景とか

そういうものがあるんじゃないかと思うんですけ

れども、市のほうでそういう歴史的な背景は捉え

ているんだったらちょっとお伺いしたいと思いま

すけれども。 

○星委員長 所長。 

○和氣所長 歴史的な背景というのは、今台湾は、

実際的には、好日外国に約１万人の宿泊客になり
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ます。歴史的背景というのは、特にはないかと思

うんですが、現在までは、アジア系の旅行者の

方々については団体旅行が多いところでございま

した。塩原温泉については、大きなホテルさんの

ほうでプロモーションしていまして、そちらのほ

うの台湾向けの団体さんのツアーが多かったこと

から、今まではちょっと台湾の１国が飛び抜けて

いたという状況でございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 分かりました。 

  じゃ、もう一つ、やっぱりこれも外国人旅行者

もすぐにどうのこうのというふうにはならないな

と思っていまして、やっぱり来年度からすぐに取

組が開始するような形になっているんですけれど

も、やっぱり訪日外国人についても、もう少し遅

らせて動けるようになってから取り組んだほうが、

私はいいかなと思いましたんで、ちょっと参考ま

でに。 

  以上です。 

○星委員長 意見ですね。討議のほうで。 

  ほかに。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 一番 後のページです。 

  ６回の会議の中、パブリックコメントを実施し

たということで、もし出てきたものがパブコメで

計画の中に反映されたかどうか、その辺を教えて

いただけますか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 パブリックコメントの結果に

つきまして、募集11月10日から12月10日までの１

か月やったところなんですけれども、４人の方々

からちょっと御意見を賜りました。 

  意見の件数としては、12件の御意見をいただい

たところなんですが、中身的にはこれからの観光

行政に対する本当に前向きな御意見等でございま

して、計画そのものに対する意見というのはなか

ったんで、パブリックコメントの結果、計画を変

えた部分というのはございませんでした。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 分かりました。 

  62ページのところですが、施策２の地域観光消

費と拡大と安定的な財源の確保と、一番下に観光

財源確保等の検討と導入というふうなことになっ

ているんですが、これは法定外目的税とか入湯税

とか宿泊税みたいな、そういうふうなものもこの

７年間の中に検討、購入というふうなことの中に

含まれているんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員おっしゃるとおりでござ

いまして、責任の中で負担をいただくということ

の中で、税の負担も考えてこの部分で書かせてい

ただいております。 

○星委員長 そのほかございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、ちょっと確認します。 

  59ページ、基本方針等施策というところの施策

の２です。 

  競争力の強化、ここで丸ボッチの１つ目、本市

の観光局中心としてマーケティングの戦略、立案

及び推進という、こういうふうに記されているわ

けですけれども、大変失礼な言い方になるかなと

は思うんですが、観光局でここまでのものがつく

れるという大前提で書いていると思うんですが、

この辺はどうなんでしょう。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 ご指摘のとおり、これまでし

てこなかった部分、そして重要な部分というとこ

ろでのまず提案させていただいたというところが

ございます。 

  当然、観光局だけではという部分もあるので、
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来年度の予定として、例えばなんですけれども、

ＪＴＢとか専門家の方をお呼びして御指導いただ

きながらこれを一緒にやっていくというような、

ちょっとイメージを考えておりまして、観光局の

今の体制の職員だけではなくて、外部の方から専

門家をお呼びしてこういった検討をしていきたい

と思っております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 観光局のできたいきさつというのは、

我々も当然分かっているわけですけれども、そう

いうところからいくと、以前の責任者の方が今い

らっしゃらないという、そういったところもある

んだと思うんです。それを考えると、少し荷が重

いのかなという感じがしたんで。 

  じゃ、新たに外部の有識者等々の意見等も踏ま

えながらという、どっちかというと、じゃ、まと

め役に観光局がなっていくような形になるわけで

すか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 議長さんのおっしゃるとおり、

そのとおりでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。 

  あと１点確認したいのは、その下のＳＤＧｓの

実現ということで、これは今回大きなものになる

のかなと思うんですけれども、持続可能な観光ガ

イドラインをつくるということで、見本版という

ことでは既にあるわけですよね。ちょっと目を通

したんですけれども、かなりのボリュームがある

わけです。あれに沿ったものをガイドラインとし

て、那須塩原市独自のものをつくるとなると、か

なり大変だなという気がしたんですが、それを約

２年で作るという考えなんですけれども、これは

どうなんでしょう。内部でつくるんですか。それ

とも、やはり委託的なものになるんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 基本は、こちらの計画もそう

ですけれども、計画自体は、市の内部でつくりた

いという思いがまずございます。その中で、かな

り専門的な部分がございますんで、今回お世話に

なりました策定委員会の委員の、全部じゃないん

ですが、数名の方をちょっと招集させていただい

て一緒に策定をさせていただきたいというふうに

思っています。 

  議長おっしゃるとおり、非常にこの計画の中で、

かなり我々の中で重要なものと位置づけをしてお

りますので、47項目の那須塩原市に当てはまる部

分を当てはめて、官公庁でもできるところから始

めてという形になっておりますので、これは２年

かからず早めに市の市版のという形で打ち出しを

したいというふうに思っています。 

○吉成委員 ありがとうございました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  森本委員。 

○森本委員 今回の計画というのは、ちょっと先ほ

ど私が言った姉妹都市という部分のゾーンターゲ

ットが曖昧な感じがするんです。 

  先ほど、台湾にしたって、何がそのバックグラ

ウンドにあるかといってもあまりないという形に

何となく多いからとか、そういうふうなイメージ

になってしまってプランやターゲットとして、例

えばマーケティングしてきたりしたりとかプロモ

ーションしていくという上では、もうちょっと本

来だったら、もっと明確なターゲットを絞って、

それぞれのターゲットに対してどういうアプロー
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チをしていくことが有効的かということも書いて

あってもいいのかなという気がしたんです。この

後、ここまでできてしまっているんで、これをじ

ゃ、変えてくれというわけにはいかないでしょう

けれども、我々議員は、そこで結局認識を持つこ

とによって、今後の産業観光に対してでも観光行

政の在り方というものを示していくためにも、皆

さん御意見があればお聞かせいただきたいなと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○星委員長 今の森本委員の意見について、ほかの

委員の意見を伺います。 

  玉野委員。 

○玉野委員 森本君に対する意見ではないんですけ

れども、私の意見として、やっぱりコロナという

のは非常に大きい。価値観も随分変わると思うん

です。 

  今までの観光というと、どうしてもコロナの前

の考え方、たくさん来てほしい、温泉でこうだと

いう。でも、今はコロナの後ですから、これから

の価値観はどんどん変わっていきます。 

  これをちょっと読ませてもらっていますけれど

も、そういうコロナの後の要素が入っていると思

うんです。これは、どんどん磨いていく。コロナ

の前のことを磨いても駄目なんです。コロナの後、

そういうコロナの後って、３つのＳだそうです。

コロナの前はまず３つのＭ。まず、マネー、２番

目がマーケット、市場、株です。３番目が物質、

マテリアルですよね。これがもう限界に来たんで

す。気候変動とコロナ。 

  その後、地域でやる３Ｓ。それは、ソイル、土

です。平場、土。２番目、ソウル、おもてなし、

ハート、人間性。３番目が社会性、ソーシャリズ

ム。そういうことがもうかいま見えるんです。そ

れをどんどん磨いていってほしい。 

  那須塩原駅から３Ｓに触れるという、そういう

ことにしていただきたい。意見です。 

○星委員長 玉野委員からのそういったご意見もご

ざいました。 

  そのほか皆さんの意見として何かございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 65ページあたりから年間の計画立てて、

ずっと全てがこうやって入っちゃってる計画にな

っているんですけれども、基本はやるんだからい

いんだよというのはあるんですけれども、こうい

う計画を立てるときに、やっぱりこれはもうちょ

っと、例えばですけれども、本当に時期を置いて

外国人の旅行者なんか来年は無理だと、確かに準

備期間というのはあるんだけれども、やっぱりも

う少し雰囲気がというような、重点的なターゲッ

トの当て方、仕事もターゲットの当て方でやって

いくべきだろうという感じはしますけれども、そ

こは実際にはこの計画は別にしても、仕事をする

ときには、やっぱりそういうターゲットを、森本

委員からもあったようにターゲットをいっぱいし

っかりと当てながら仕事をしてもらったほうがい

いかとは思うんです。これを全部やろうとしても、

すごく実を言うと、この計画を見ていて、いや、

すごい計画だなと。でも、実際にやろうとしたら、

こんなにたくさんできないだろうなというふうに

感じましたんで、ターゲットを当てながら一番効

果的な仕事を計画的にやっていただければいいな

と、実行的に思いました。 

○星委員長 小島委員と森本委員からいただいた意

見としては、ターゲットが曖昧なので、そこをし

っかりと明確化した上でポイントを絞ってこうい

ったマスタープランを組み立てて実行していくの

がいいのではないかという御意見でした。 

  その意見に対して、何かほかの委員からの意見

はございますか。 

  玉野委員。 
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○玉野委員 ターゲットは、観光地からお客さんを

見るというターゲットではないんですよ。お客さ

んがターゲットを見る観光地なんです。これから

は。それがページ、56ページだったかな、その一

番下に赤で囲まれている、そういう表現に私はと

れるんです。 

  でいいと思うものですから、私はこのマスター、

前向きにやってもらっていいと思う。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  ほかに討議すべき内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき内容がないようでしたら、

ここで議員間討議と併せて質疑も終結したいと思

いますが、ほかに質疑はございませんか。 

  森本委員。 

○森本委員 ちょっと１つ確認しておきたいんです

けれども、これは今回の計画が2027年まで、令和

９年までということなんですけれども、今、コロ

ナ禍の中で、状況が日々変化している中でありま

す。 

  例えば、内容に対しての変更とかというのは、

将来的にというのは可能なものでしょうか。それ

をちょっとお聞きしたいんですけれども、ごめん

なさい、これは観光課に聞くことじゃないかもし

れないです。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員のおっしゃるとおりです

が、去年からずっと思っていることなんですが、

このコロナの状況の中でやろうとしていたものが

できなかったりとか、タイミングを逸すると、全

くもっていい施策もバツになるというのを思い知

らされて去年まできております。 

  心配いただいているように、終焉をしつつ、玉

野委員さんのおっしゃってくださるような、今ま

での観光じゃない、新しい観光というちょっと未

来を含めた形で今回つくらせていただいた中で、

やれるものややりたいことは全部入れた計画にな

っています。 

  今のこのようなコロナの状況が、例えば、ワク

チンを接種しても同じような形となっているふう

になれば、当然御心配いただいているように、思

いどおりにできない部分も、インバウンドもそう

ですし、これは出てくるかと思いますので、これ

は毎年進捗管理という形でつくって終わりじゃな

いというやり方をその場でちょっとお伝えいたし

たいと思うんですが、その中で、もし万が一、大

幅に変わるようになれば、軽微な変更という形に

なれば、議会の議決とかとなると思うんですけれ

ども、大幅にもし変わるようなことになれば、再

度変更してというものは考えております。 

○星委員長 それでは、ほかには質疑はございませ

んか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第40号 那須塩原市観光マスタープランに

ついて、原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第40号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  会議の途中ですが、ここで15分間の休憩を取り

ます。 

  会議の再開は14時15分からといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  ここで建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 118ページで、ＯＮＳＥＮガストロノ

ミーウォーキング塩原でやるということですけれ

ども、今回、コロナ禍という中で、いつ頃、どん

な形でやるのかお伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今回、11月、昨年やらせてい

ただいた100名規模で、昨年はやらせていただい

たんですが、コロナの感染状況を見据えたという

形になりますが、今回、150名で塩原地区の、塩

原支所をスタートして、そこをゴールにするよう

なコースで、今、検討しております。 

  当然、周知の中でも、コロナの感染状況によっ

ては中止の場合もあるということを申し添えた上

での周知を図っておりまして、コンセプトとして

は、塩原ですので川を見て、文学に浸って、そん

なイメージでコースを設定しております。 

○小島委員 分かりました。いいです。 

○星委員長 大丈夫ですか。 

  ほかにございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 すみません。 

  その前のページです。 

  台湾フェスティバル。これもなかなか今年、厳

しいのかなと思いながらいますけれども、どんな

形でやるのかお伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 これもイベントですので、感

染状況を見据えてという形になるんですが、まず、

こちらの開催につきましては、ずっと様子を見る

ことを踏まえて、１月もしくは２月という形で、

先の先の年度の 後のほうにやらせていただきた

いと思っています。 

  実は昨年度実施する予定で考えていたところだ

ったんですが、コロナの状況で事業を見送ったと

いうような経緯がございます。 

  場所についてはくるるで開催をいたしたいと思

っていまして、前にオーストリアフェスタをやっ

たようなイメージで、食と文化を日本の皆さんに

お知らせつつ、そこから台湾のほうに発信をした

いなというふうに思っています。 
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  これはここで終わりだという形になると広がり

が出ないので、横浜の領事館の趙所長とかと、市

のほうに訪れて来てくれた方もいらっしゃいます

し、群馬県の水上町で台湾台南市に出向している

職員の方も、ちょっと前に面識があるんですが、

その方、台南市に行って1,000人だった観光客が

10倍になったなんて、そんな実績を持っている。 

  そういう方々を通じ、台湾のほうにも那須塩原

市をこうお知らせしていただきたいなという、こ

のイベントを通じてそういうＰＲもしたいなとい

うような形で事業を考えております。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 115ページ、1001事業の企業誘致事業

費。これの委託料その他委託料か。工場適地調査、

どんなことを考えているのか伺います。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 工場適地調査業務委託という

形で予算計上しているところなんですが、一般質

問でありましたように、大前提として今ある産業

団地、高林産業団地をまず早急に完売させたいと

いう思いがまず１番であるところなんですが、那

須塩原市の産業団地の交通のアクセスだったりと

か、優位性を踏まえての、何か所か工場、これか

らの今後の産業団地の候補地を選んで、その候補

地に対してちょっと業務委託をかけて、どういっ

た形で、今後メリットとして産業団地としたい、

那須塩原市での新しい産業団地として持てるかと

いうような、そんなちょっと調査を、売りながら

同時に行いたいというような形で、今回、予算計

上をさせていただいております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 分かりました。 

  了解しました。 

  新しい工業団地をやるとは決めていないけれど

も、調べると。 

  次に、この新規サテライトオフィスなんですけ

れども、このパンフレットという具体的にこのど

のような形で、パンフレット代が300万ではなく

て、配ることを含めて300万なんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 私ちょっと、説明一気にして

しまって、申し訳ございませんでした。 

  パンフレットの委託料というのは、ちょっとま

とまっているやつが、工場摘出調査とか入ってし

まっているところなんですけれども、まず今回、

今、御説明したパンフレットにつきましては、19

万8,000円の予算を考えております。 

  300万については、サテライトオフィスの推進

事業費ということで、補助金を４月から設けたい

と思っておりまして、その補助金が300万円とい

う形での補助とさせていただきました。 

○鈴木委員 了解です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 113ページの商工イベント支援事業補

助金に関しまして、先ほど課長の説明の中で、前

年度の１割削減ということの説明でした。 

  これは全て１割削減なんでしょうか。ここに列

記されているもの自体。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 そうです。各イベントに対し

ては全て、コロナの関係というか１割削減という

形になっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この１割カットに関して、それぞれの

補助金を受ける団体があるわけですけれども、そ

ちらにはあらかじめ協議等は、ないしは通知等は

しての今回の予算立てだったんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 そうです。コロナ禍の中でと
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いうことで、各団体の方に、１割カットを了承し

た。正直まだ細かい説明をしていないというよう

な現状でございます。 

  これから、イベントのやり方であったり、考え

方を行う以前の問題なんですが、いずれもちょっ

と代表者の方にはこういう状況なんでというちょ

っとこう説明を申し上げて来年度一緒に取組をさ

せていただきたいなというようなことで考えてお

りまして。まだ、今の段階で接触してお話とかと

いうのはしていない状況でございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ここに来て、今さらというのがあるん

ですけれども、本来予算を立てるに当たって、組

み立てるに当たって、その辺は多少は打診はして

おくべきだったような気がするんですが、そうい

った議論はなされなかったですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員、おっしゃるとおりで、

人があってのイベントですので、その大事なとこ

ろをお伝えして、理解していただいてというとこ

ろは筋だったんですが、ちょっとすみません。至

らず、そこまでにはちょっと事後報告的な形での

進め方になってしまったのは現状でございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 例えば、那須野巻狩祭りであれば、非

常に大きな実行委員会。とは言ってもトップは市

長なわけですから、ある面では独断でもいいのか

なという気はするんですが、そうではない団体の

がありますよね。 

  ちょっと気になったのは、例えば、イルミネー

ションなんかも、那須塩原駅前なんかはあの地域

の商工会支部が自腹でずっとやってきて、市のほ

うにも少し協力をお願いしてということで、予算

づけになって進んできているわけです。 

  おととしあたりは、ハートの大きなものを作っ

て、かなりあれがインスタ映えするというんで、

結構拡散していたんですよ。そういう  が予算

をまた少し削られてしまうと、えっというような

ところがあると思うんです。 

  その辺はもうちょっと丁寧な予算立てでよかっ

たような気がしますけれども、どう思いますか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当然、予算増えれば我々も少

しでも減れば気持ちの問題もあるし、せっかくコ

ロナがどこまでの状況になるか分からないんです

が、新年度に向けてという意気込みまで奪ってし

まうのかなという不安もありますので、委員おっ

しゃるとおりこれからになってしまうんですけれ

ども、ちょっと丁寧な説明と御理解を賜りながら、

新年度に向けて一緒にやっていただくような、説

明をして行きたいというふうに思っています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ここにこだわる理由は、やはり市単独

補助金に関してはこれまでも見直しということを

丁寧にやってきて、２年間かけて、３年間かけて

やってきて、こうなりましたみたいなことをやっ

てきているわけですよ。 

  それが、そういったもうプロセスがなくて、ボ

ーンと１割カットということになると、ではこれ

までの市単独補助金に対する考え方というのは、

一体どこへ行ってしまったんでしょうねというこ

とにまでなってしまう気がするんです。 

  その辺はもうちょっと丁寧でもよかったような

気がするんですが、そこに関しては何ら議論され

なかったですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 どういうイベントをこうやっ

ていくか。コロナ禍の中でどうしていくべきかと

いう、大きなところだけはちょっと考えて、実際

参加していただく団体の方、地域の方のお気持ち
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まで、お気持ちというか予算削減したところまで

というのは、ちょっと議論しなかった反省はござ

います。 

  委員おっしゃるとおり、あれだけこう丁寧にや

ってくれた補助金の見直しというところにまで及

んでしまったら大変なことになってしまうので、

再三、同じになってしまうんですけれども、ちょ

っと反省を踏まえて丁寧に、団体には接して説明

していきたいなというふうに思うところでござい

ます。 

○吉成委員 了解です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 118ページなんです。上から３段目の

観光誘客促進事業2501事業。これの説明の中のＯ

ＮＳＥＮガストロノミーウォーキング実行委員会

250万ですよね。先ほど150名ほどコロナのことも

あるけれども、申請していますと。 

  ちょっと興味があるところをお伺いしたいんで

すけれども、これを計画するときに、実行委員会

に対して、こう予算が250万ありますよといって、

どんなことに使うのかという施策、こういう細か

くないんですけれども。 

  これが、参加費用というの取るんではないかと

思うんですよ。それはここに入るのか、どこに入

るのか。 終的に、これが収支が必ずしも黒字に

しなさいとか、そんなことを思っていないんです

けれども、 終的にこの250万全部使ってなくな

ってしまってもいいのか。今の計画、今の段階で

150名が来てうまくいったら250万はプラスマイナ

スになると。その辺の会計的な考え方はどのよう

になっているんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 ちょっと実行委員会の方、一

方的な250万の形なんですが、委員おっしゃると

おり、参加料も大人3,500円、子供3,000円とかと

まず取るということで考えております。 

  市の補助金の250万円と参加費のプラスアルフ

ァがあって、約300、３、40万円の収入をこう見

込んでおりまして、それに対する歳出という形で

考えておりますので、黒字にはちょっとならない

んですけれども、その中で賄うという形になるん

で、250万は全てちょっと使い切るような補助金

という形で、事業の事業費として充てることで考

えています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ということは、330万ぐらいがアット

モストと 大限の収入で、あといろいろな事業を

考えて、それぐらいの収入の中で、これをやるの

にいろいろな事業計画を立てる。その内容につい

ては、では今どんなふうにやっていた説明がない

んですけれども、説明はいただけますかというこ

とにしときます。取りあえず１回。主立った支出

先をご説明いただけますか。 

○星委員長 すみません。失礼しました。 

  係長。 

○石川商工観光係長 私のほうから説明させていた

だきます。 

  ベースは11月に実施したＯＮＳＥＮガストロノ

ミーと基本的には同じような考え方で進めます。

参加費を取って実施するということですので、食

糧費です。そのガストロノミーのポイントで提供

した食料ですとか、あとはお客様の送迎に関する

バスの輸送代。あとは、警備員とかを立てており

ますので、そういった警備に係る費用等、そうい

ったものを見込んでおります。あとは記念品代で

すとか、そういったお土産用品。これを見込んで

おりまして、おおむね330万。そういった金額に

なります。 

○星委員長 会議の途中ですが、委員会の途中です

が、ここで暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたし

ます。 

  相馬委員。 

  鈴木委員はもう。いいんですか。 

○鈴木委員 止めちゃうんだからさ。 

○星委員長 すみません。では鈴木委員。 

○鈴木委員 先に言っといてくれればそれなりに対

応したのに。 

  説明ありがとうございました。 

  そうすると、そういう計画で、こういう企画と

いうのはお伺いしたかったのは、苦言とかではな

くて誘客なので、三百何十万の中で、できるだけ

のおもてなしみたいな形で、こういう感じをやっ

ている。そういうことだと思うんだけれども。 

  使い切るということでもないという考え方もあ

るんですね。収入全部使うのではなくて、若干残

るだろうと、逆にという、そういう事業だという

ことで、よろしいですかだけで、再認したいと思

います。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 そのとおりでございます。 

  今、これから歳出、もろもろこう積み上げをし

ていく中で、残という部分も考えられ得るという

ことでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 86ページの新型コロナウイルス感染症

対策費の4018事業の一番下のところです。新規で

持続可能な観光モデル共助金ということで、10万

円掛ける50件分で500万円という説明だったんで

すが、代表質問、一般質問のところでは、何かこ

うプレミアとか対策のランクみたいのがあるよう

に、ちょっと受け取っていたんですが、一律10万

円掛ける50件分ということなのかどうなのか、も

う一度御説明いただけると。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今、コロナ対策室のほうでち

ょっと事業者認証制度というふうなところでちょ

っと業務を進めていまして、その中で感染の基準

を決めて、４月から実施するかと思うんですが、

それに対してプレミアムプラス、標準クラスみた

いな２種類を設けるというような話で、ちょっと

お聞きしております。 

  我々のほうの考えているこちらについて、５月

にコロナ感染対策、旅館のほうに交付金という形

で共助交付金という５万円お支払いをしたところ

があるんですが、それと同じようなイメージで、

さらに感染対策をしてくださっている宿泊事業所

様に、一律10万円を50件渡すという考えでの予算

の計上でございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、その基準は、感染対策と

いっているものの基準。10万円を交付するその基

準はどういったあたりが基準なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当初、旅館のほうにしていた

だきたい感染対策というガイドラインを、昨年５

月に一度お渡ししてあるんですが、それは当然、

去年の段階のものでして、再度、コロナの対策室

とも協議を踏まえながら、それをちょっと基準バ

ージョンアップさせてもらって、それに該当して

いるところをやっているところについて、こちら

からちょっと交付金を交付したいというような形

で考えております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 
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○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 119ページ、一番上段です。新規。 

  この改修の工期、始まりと終わりはいつなのか。

それと、沼原湿原、これ入り口遊歩道って、どこ

を指すのか。お聞きしたいんです。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 工事の詳細について、石川係

長のほうから御説明を申し上げます。 

○星委員長 係長。 

○石川商工観光係長 沼原湿原の入り口ほか、あず

まや改修につきましては、観光地でございますの

で、観光に来るお客様がなるベく来ない時期を狙

って、工期２か月くらいを一応、見込んでおりま

す。 

  遊歩道につきましては、駐車場から沼原湿原ま

で下りていく道です。そちらが大分丸太でこう階

段を組んでいたりしておりますので、そういった

ところはかなり崩れて、観光客の方が歩きにくい

というご意見もございましたので、そちらを修繕

する工事になります。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 駐車場から階段ずっと下がって、下が

りきったところまでという意味ですか。 

○星委員長 係長。 

○石川商工観光係長 そのとおりです。 

○玉野委員 分かりました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 もう一回、確認させてください。 

  113ページの、これ本会議の質疑の際にも出た

んですが、商店街振興支援事業の今回新規で、商

店街活性化事業が入っています。いい事業だなと

は思ったんです。これ当然、商工会に委託をして

という形になると思うんですが、この事業を立て

るに当たって、商工会とはどのような議論をされ

たんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今、井上補佐のほうで商工会

と詰めております。その状況は井上補佐のほうか

らご説明を申し上げます。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 先日、両商工会、那須塩

原市商工会、西那須野商工会のほうに行って、ま

ずは内容の、事業内容の説明をさせていただきま

した。その中で、やはり宿泊券等、商品券などの

事業もありますので、そういったものと重ならな

いような域を狙ってやっていきましょうというこ

とで、細かい時期、あとは今後、新年度で進めて

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、提案として商工会側から

あったということではなくて、執行部のほうから

の提案をしたということでよろしいですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 事業の内容はこちら、執

行部からしましたけれども、時期の決め方等につ

いては商工会のほうから提案がありまして、やは

り市のホテル、旅館等がかさついていくとか、そ

ういった時期をやりたいというふうなお話が、商

工会からはありました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回、500万の交付金ということで、

5,000掛け1,000円。これは向こうからのやはり要

望としては、このぐらいの額をということだった

んですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 こちらの額におかれまし

てはこちら執行部からで、実は5,000円掛ける

1,000円というのもあるんですけれども、ちょっ

としゃれたところで5,670円、コロナゼロとか、
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大分ちょっともう少しインパクトのあるようなこ

とはどうかなということも考えております。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１６号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第16号 令和３年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第16号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 221ページの一番上の財産売払収入で

すか、取りあえず１円ということ。 

〔「１円、1,000円」と言う人あり〕 

○鈴木委員 すみません。1,000円です。 

  予定とか、今年度始まるのとか、来年なのか、

分割払いなのか、見通しをちょっと。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 詳細は植木係長のほうで御説

明したいと思います。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 それでは、私のほうからご説

明させていただきます。 

  一応、４社の企業様から購入の相談しておりま

して、今、仮契約に向けて３月中にできるように

準備を進めているところでございます。 

  企業様の申出の中でも、順当に行けば契約は結

べると思っておりますので、問題なく締結できれ

ば、議会にお諮りはしていきますけれども、来年

度、令和３年度には１社当たり１億円ぐらい、１

ha１万㎡ございますので１億円、計４億円ぐらい

の売払い収入が入る予定でございます。 

  以上でございます。 

○鈴木委員 了解しました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り
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ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第16号 令和３年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第16号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  商工観光課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開しま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 以上で今定例会における委員会の議事

日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出をいたしますので、御一任くださいますよう、

お願いいたします。 

  これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会

いたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ３時０５分 
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